
介　護　報　酬　の　算　定　構　造　の　イ　メ　ー　ジ
（案）

　本資料は、市町村等におけるシステム改修作業の円滑な
実施を支援する観点から、これまでに行われた介護給付費
分科会の議論等を踏まえ、事務的に整理している現時点版
として、介護給付の算定構造のイメージを作成したものであ
る。
　具体的な内容については、決定されたものでないこと及び
今後の介護給付費分科会の議論を踏まえ、見直しの可能
性がありえるものであることを御了知頂きますようよろしくお
願いいたします。

資料１１現時点での案



　

：令和３年４月改定箇所

Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

　４　介護医療院サービス

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

１　訪問介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

身体介護の
（２）～（４）に
引き続き生活
援助を行った
場合

２人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは
早朝の場合又
は深夜の場合

特定事業所加
算

共生型訪問介
護を行う場合

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上にサー
ビスを行う場合

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問介
護加算

（１）　２０分未満

（○単位）

（２）　２０分以上３０分未満

（○単位）

（３）　３０分以上１時間未満

（○単位）

（４）　１時間以上

（５７７単位に３０分を増すごとに　＋○単位）

（１）　２０分以上４５分未満

（○単位）

（２）　４５分以上

（○単位）

（１月につき　＋○単位）

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋○単位）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋○単位）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　＋○単位）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　＋○単位）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　（３）の○／１００）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

ニ　初回加算

ヘ　認知症専門ケア
　　 加算

ホ　生活機能向上
　　連携加算

へト　介護職員
　　処遇改善加算

注
所定単位は、イからホへまでにより算定した単位数の合計

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

　：　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
　　　「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目

※　緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の（１）２０分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。

夜間又は
早朝の場合
＋○／１００

深夜の場合
＋○／１００

特定事業所加
算（Ⅰ）

＋○／１００

特定事業所加
算（Ⅱ）

＋○／１００

特定事業所加
算（Ⅲ）

＋○／１００

特定事業所加
算（Ⅳ）

＋○／１００

特定事業所加
算（Ⅴ）

＋○／１００

トチ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

注
所定単位は、イからホヘまでにより算定した単位数の合計

指定居宅介護
事業所で障害者
居宅介護従業
者基礎研修課

程修了者等によ
り行われる場合

×○/１００

指定居宅介護
事業所で重度訪
問介護従業者
養成研修修了
者により行われ

る場合
×○/１００

指定重度訪問
介護事業所が行

う場合
×○/１００

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者

20人以上にサー
ビスを行う場合
×○／１００

事業所と同一建
物の利用者50
人以上にサービ
スを行う場合
×○／１００

所要時間が
２０分から起算

して２５分
を増すごとに
＋○単位
（○単位を

限度）

ロ　生活援助

ハ　通院等乗降介助

（１回につき　 ○単位）

基本部分

訪

問

介

護

費

又

は

共

生

型

訪

問

介

護

費

イ　身体介護

×○／１００

＋○／１００ ＋○／１００ ＋○／１００

１回につき
＋○単位
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２　訪問入浴介護費

注 注 注 注 注 注

介護職員３人
が行った場合

全身入浴が困
難で、清拭又
は部分浴を実
施した場合

事業所と同一建
物の利用者又は
これ以外の同一
建物の利用者
20人以上にサー
ビスを行う場合

特別地域訪問
入浴介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

（１回につき　○単位） ×○／１００ ×○／１００

事業所と同一建物の
利用者又はこれ以外
の同一建物の利用者
20人以上にサービス

を行う場合
×○／１００

事業所と同一建物の
利用者の利用者50人
以上にサービスを行う

場合
×○／１００

＋○／１００ ＋○／１００ ＋○／１００

（１月につき　＋○単位）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　＋○単位）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　＋○単位）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋○単位）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１回につき　＋○単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１回につき　＋○単位）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１回につき　＋○単位）

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　（３）の○／１００）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
　　　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ロニ　サービス提供
　　体制強化加算

ハホ　介護職員
　　処遇改善加算

注
所定単位は、イからロニまでにより算定した単位数の合計

ニヘ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

注
所定単位は、イからロニまでにより算定した単位数の合計

ハ　認知症専門ケア
　　 加算

基本部分

イ　訪問入浴介護費

ロ　初回加算

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
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３　訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の
場合

夜間又は早朝
の場合、若しく
は深夜の場合

複数名訪問
加算（Ⅰ）

複数名訪問
加算（Ⅱ）

１時間３０分以
上の訪問看護
を行う場合

要介護５の者
の場合

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケア
加算

医療保険の訪
問看護が必要
であるものとし
て主治医が発
行する訪問看
護指示の文書
の訪問看護指
示期間の日数
につき減算（１
日につき）

（○単位）

（２）　３０分未満

（○単位）

（○単位）

（○単位）

（○単位）

（２）　３０分未満

（○単位）

（○単位）

（○単位）

（１）　看護体制強化加算（Ⅰ）
　　　　（１月につき　＋○単位）

（２）　看護体制強化加算（Ⅱ）
　　　　（１月につき　＋○単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1回につき　＋○単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1回につき　＋○単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1月につき　＋○単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1月につき　＋○単位）

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できるものとする。

ト　看護体制強化加算
　　（イ及びロを算定する場合のみ算定）

＋○単位

（１）イ及びロを算
定する場合

夜間又は
早朝の場合
＋○／１００

深夜の場合
＋○／１００

ハ　定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　○単位）

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、
　　「ターミナルケア加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

－○単位

ニ　初回加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（１月につき　＋○単位）

ホ　退院時共同指導加算　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋○単位）

へ　看護・介護職員連携強化加算　　　　　　　　　　（１月につき　＋○単位）

（２）ハを算定する
場合

×○／１００

基本部分

注

イ　指定訪問看護
　　ステーションの場合

×○／１００

（４）　１時間以上１時間３０分未満

ロ　病院又は診療所
　　の場合

チ　サービス提供体制
　　強化加算

３０分未満の
場合

＋○単位

３０分以上の
場合

＋○単位

＋○単位

１月につき
（Ⅰ）の場合

　＋○単位又
は

（Ⅱ）の場合
＋○単位

３０分未満の
場合

＋○単位

３０分以上の
場合

＋○単位

准看護師に
よる訪問が
1回でもある

場合
×○/100

（１）　２０分未満
　　　　週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　　　看護師による訪問を行った場合算定可能

（３）　３０分以上１時間未満

＋○／１００ ＋○／１００ ＋○／１００

１月につき
訪問看護

ステーション
の場合

＋○単位

病院又は
診療所の場合

＋○単位

死亡日及び
死亡日前14日
以内に2日以

上ターミナルケ
アを行った場

合
＋○単位

 １月につき
＋○単位

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×○／１００

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に

サービスを行う
場合

×○／１００

＋○単位

（１）　２０分未満
　　　　週に1回以上、20分以上の保健師又は
　　　　看護師による訪問を行った場合算定可能

（３）　３０分以上１時間未満

（４）　１時間以上１時間３０分未満

（５）　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

（○単位）
　※　1日に2回を超えて実施する場合は○/１００

１月につき
＋○単位
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４　訪問リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合

特別地域訪問リハ
ビリテーション加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加
算

リハビリテーションマ
ネジメント加算（Ⅰ）

リハビリテーションマ
ネジメント加算（Ⅱ）
（A）

リハビリテーションマ
ネジメント加算（Ⅲ）
（B）

リハビリテーションマ
ネジメント加算（Ⅳ）

事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合

(１日につき　○単位を加算)

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋○単位）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　＋○単位）

　　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

５　居宅療養管理指導費

注 注 注

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

 
（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

 

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（四）　情報通信機器を用いて行う場合
　　　　（月１回を限度）

（○単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（一）　単一建物居住者１人
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人
　　　　以下に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

※　ハ（２）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

＋○／１００（２）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所以外の管理
　　　　栄養士が行った場合

ホ　歯科衛生士等が行う場合
　　（月４回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（○単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（○単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（○単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅
の利用者又は居住系施設入居者等に対
して、当該薬剤の使用に関する必要な薬
学的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　＋○単位

（２）　薬局の薬剤師の場合
　　　　（月４回を限度）

ニ　管理栄養士が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所の管理
　　　　栄養士が行った場合

＋○／１００ ＋○／１００

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（○単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（○単位）

ハ　薬剤師が行う場合

（１）　病院又は診療所の
　　　　薬剤師が行う場合
　　　　（月２回を限度）

イ　医師が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
　　　　（（２）以外）

＋○／１００ ＋○／１００ ＋○／１００

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
　　　　（在宅時医学総合管理料
　　　　又は特定施設入居時等
　　　　医学総合管理料を算定
　　　　する場合）

ロ　歯科医師が行う場合
　　（月２回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（○単位）

ロ　社会参加支援加算移行支援加算

ハ　サービス提供体制強化加
算

　：　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び
　　　　「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

特別地域居宅療
養管理指導加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

１月につき
＋230単位

１月につき
＋280単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（A）

イ
１月につき
＋○単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（A）

ロ
１月につき
＋○単位

１月につき
＋320単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（B）

イ
１月につき
＋○単位

リハビリテーションマ
ネジメント加算（B）

ロ
１月につき
＋○単位

１月につき
＋420単位

（３月に１回を限
度）

１回につき
－○単位

　介護老人保健施設の場合

　介護医療院の場合

基本部分

注

イ　訪問リハビリテーション費

　病院又は診療所の場合

１回につき　○単位

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上

にサービスを行う場
合

×○／１００

事業所と同一建物
の利用者50人以

上にサービスを行う
場合

×○／１００

＋○/１００ ＋○/１００ ＋○/１００
１日につき
＋○単位
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６　通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満た
ない場合

２時間以上３
時間未満の
通所介護を
行う場合

感染症及び
災害により、
臨時的に利
用者数が一
定減少してい
る場合

８時間以上９時
間未満の通所
介護の前後に日
常生活上の世
話を行う場合

共生型通所
介護を行う場
合

生活相談員
配置等加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助を
行った場合
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

中重度者ケ
ア体制加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）
イ

個別機能訓
練加算（Ⅰ）
ロ

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅰ）

ADL維持等
加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅲ）

認知症加算 若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセスメ
ント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅰ）

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用する
者に通所介
護を行う場合

事業所が送
迎を行わない
場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

　：　「感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合」、「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）については、令和５年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ヘ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

ホ　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ニ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（１回につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ（Ⅱ）

（１回につき　○単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（Ⅲ）

（１回につき　○単位を加算）

ハ

　

大

規

模

型

通

所

介

護

費

（
Ⅱ

）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

ロ

　

大

規

模

型

通

所

介

護

費

（
Ⅰ

）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

×○/１００

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

片道につき
－○単位

（２）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位

（月２回を限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

（３月に１回を限
度）

１月につき
＋○単位

※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、１月につき

＋○単位

指定生活介護
事業所が行う

場合
×○/１００

指定自立訓練
事業所が行う

場合
×○/１００

指定児童発達
支援事業所が

行う場合
×○/１００

指定放課後等
デイサービス事
業所が行う場合

×○/１００

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

９時間以上10時間未満の場合

　＋○単位
10時間以上11時間未満の場合

＋○単位
11時間以上12時間未満の場合

＋○単位
12時間以上13時間未満の場合

＋○単位
13時間以上14時間未満の場合

＋○単位

９時間以上10時間未満の場合

　＋○単位
10時間以上11時間未満の場合

＋○単位
11時間以上12時間未満の場合

＋○単位
12時間以上13時間未満の場合

＋○単位
13時間以上14時間未満の場合

＋○単位

９時間以上10時間未満の場合

　＋○単位
10時間以上11時間未満の場合

＋○単位
11時間以上12時間未満の場合

＋○単位
12時間以上13時間未満の場合

＋○単位
13時間以上14時間未満の場合

＋○単位

基本部分

注 注

１日につき
＋○単位

注 注

イ

　

通

常

規

模

型

通

所

介

護

費

（１）　３時間以上４時間未満

×○/１００

注 注 注

＋○/１００
１日につき
＋○単位

＋○/１００

＋○/１００

１月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位
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７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症及び
災害により、
臨時的に利
用者数が一
定減少して
いる場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅰ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅱ）（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅲ）（B）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅳ）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

生活行為向
上リハビリ
テーションの
実施後にリ
ハビリテー
ションを継
続した場合
の減算（※）

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

※「生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算」については、「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と対をなす評価であるため、告示の順に表記。ただし、算定構造上では、「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合」と「理学療法士等体制強化加算」の間に注があるものとみなして単位数を算定する。

＋○／１００
１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋○単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋○単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

＋○/１００

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋○単位

1月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

片道につき
－○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

減算
対象月から
 6月以内

×85／１００

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋850単位

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋530単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき

＋1,120単位

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋800単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

注 注 注

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき

＋1,220単位
（３月に１回を

限度）

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋900単位

（３月に１回を
限度）

1日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋○単位

利用開始日
の属する月か

ら
 ３月以内

 （１月につき
＋2,000単

位）

 利用開始日
の属する月か

ら
 ３月超

 ６月以内
 （１月につき
＋1,000単

位）

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき
＋○単位

イ

　

通

常

規

模

の

事

業

所

の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

×○/１００ ×○/１００
１月につき
＋330単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

基本部分

注 注 注

介護　6



注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症及び
災害により、
臨時的に利
用者数が一
定減少して
いる場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅰ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅱ）（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅲ）（B）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅳ）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

生活行為向
上リハビリ
テーションの
実施後にリ
ハビリテー
ションを継
続した場合
の減算（※）

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

※「生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算」については、「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と対をなす評価であるため、告示の順に表記。ただし、算定構造上では、「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合」と「理学療法士等体制強化加算」の間に注があるものとみなして単位数を算定する。

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋○単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

＋○/１００

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋○単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

1日につき
＋○単位

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋○単位

1月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

片道につき
－○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

減算
対象月から
 6月以内

×85／１００

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき

＋1,120単位

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋800単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき

＋1,220単位
（３月に１回を

限度）

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋900単位

（３月に１回を
限度）

1日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋○単位

利用開始日
の属する月か

ら
 ３月以内

 （１月につき
＋2,000単

位）

 利用開始日
の属する月か

ら
 ３月超

 ６月以内
 （１月につき
＋1,000単

位）

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

＋○／１００
１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋330単位

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋850単位

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋530単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

注 注 注 注

ロ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
Ⅰ

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

×○/１００ ×○/１００

注

基本部分

注

介護　7



注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症及び
災害により、
臨時的に利
用者数が一
定減少して
いる場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテー
ションの前後に日常生活上の世話を行う場
合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助を
行った場合
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅰ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅱ）（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅲ）（B）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（Ⅳ）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

生活行為向
上リハビリ
テーションの
実施後にリ
ハビリテー
ションを継
続した場合
の減算（※）

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

　：　「感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合」、「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※「生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算」については、「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と対をなす評価であるため、告示の順に表記。ただし、算定構造上では、「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合」と「理学療法士等体制強化加算」の間に注があるものとみなして単位数を算定する。

※　ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ト　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（Ⅲ）

（１回につき　○単位を加算）

ヘ　介護職員
　　処遇改善
　　加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（７）　７時間以上
       ８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

ニ　社会参加支援加算
　　 移行支援加算

(1日につき　○単位を加算)

ホ　サービス
　　提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（１回につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ（Ⅱ）

（１回につき　○単位を加算）

（５）  ５時間以上
       ６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
       ７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

１日につき
＋○単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）  ４時間以上
       ５時間未満

（５）　５時間以上
       ６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
       ７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

＋○/１００

（７）　７時間以上
       ８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

（７）　７時間以上
       ８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋○単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋○単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋○単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋○単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋○単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋○単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋○単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

１日につき
＋○単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）　４時間以上
       ５時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

1日につき
＋○単位

（３）　３時間以上
       ４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋○単位

（４）　４時間以上
       ５時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

（５）　５時間以上
       ６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋○単位

（６）　６時間以上
       ７時間未満

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋○単位

1月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

片道につき
－○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

減算
対象月から
 6月以内

×85／１００

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき

＋1,120単位

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋800単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき

＋1,220単位
（３月に１回を

限度）

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋900単位

（３月に１回を
限度）

1日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋○単位

利用開始日
の属する月か

ら
 ３月以内

 （１月につき
＋2,000単

位）

 利用開始日
の属する月か

ら
 ３月超

 ６月以内
 （１月につき
＋1,000単

位）

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋330単位

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋850単位

同意日の属
する月から

６月超
１月につき
＋530単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋○単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋○単位

６時間以上７時間未満の場合　＋○単位

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

４時間以上５時間未満の場合　＋○単位

注

ハ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
Ⅱ

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

×○/１００ ×○/１００

１日につき
＋○単位

＋○／１００
１日につき
＋○単位

基本部分

注 注 注 注 注
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８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者
の数の合計
数が入所定
員を超える場
合

又
は

介護・看護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

共生型短期
入所生活介
護を行う場合

生活相談員
配置等加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

専従の機能
訓練指導員
を配置してい
る場合

個別機能訓
練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制加
算（Ⅱ）

看護体制加
算（Ⅲ）

看護体制加
算（Ⅳ）

医療連携
強化加算

夜勤職員
配置加算
（Ⅰ）・（Ⅱ）

夜勤職員
配置加算
（Ⅲ）・（Ⅳ）

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対
して送迎を
行う場合

緊急短期入
所受入加算

長期利用
者に対して
短期入所
生活介護
を提供する
場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

　：　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（３）の○/100）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○/100）

チ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の
合計（1月につき　＋所定単位×○/1000）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○/1000）

（１日につき　○単位を加算）

ト　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の
合計（1月につき　＋所定単位×○/1000）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○/1000）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○/1000）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

ヘ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

ホ　認知症専門ケア
　　加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

ハ　療養食加算

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

ニ　在宅中重度者
　　受入加算

（１）　看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定している場合

（１日につき　○単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している場合

（１日につき　○単位を加算）

（３）　（１）（２）いずれの看護体制加算も算定している場合

（１日につき　○単位を加算）

（４）　看護体制加算を算定していない場合

×○／１００
１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

（二）　単独型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室
　　　　的多床室>

（２）　併設型ユニット
　　　　型短期入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室
　　　　的多床室>

１日につき

利用定員29
人以下

＋○単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋○単位

１日につき

利用定員29
人以下

＋○単位

利用定員30
人以上50人

以下
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

片道につき
＋○単位

１日につき
＋○単位
（７日（やむ
を得ない事
情がある場
合は１４日）

を限度）

１日につき
ー○単位

（二）　単独型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（２）　併設型短期
　　　　入所生活介護費

（一）　併設型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

指定短期入
所事業所が
行う場合

×○/１００

１日につき
＋○単位

（二)　併設型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

（７日間を限
度）

１月につき
＋○単位（３
月に１回を限

度）

１月につき
＋○単位

※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合

は、１月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

イ　短期入所生活
　　介護費
　　（1日につき）

（１）　単独型短期
　　　　入所生活介護費

（一）　単独型短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

ロ　ユニット型短期
　　入所生活介護費
　　（1日につき）

（１）　単独型ユニット
　　　　型短期入所生活
　　　　介護費

（一）　単独型ユニット型
　　　　短期入所生活
　　　　介護費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

基本部分

注 注 注 注
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９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者の
数の合計数が
入所定員を超
える場合 又

は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

夜勤職員配
置加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア加
算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

重度療養管
理加算

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
（Ⅰ）

在宅復帰・在
宅療養支援
機能加算
（Ⅱ）

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（一）　緊急時治療管理

　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（７８）までにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（９１０）　介護職員等特定処遇改善加算

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（８９）　介護職員処遇改善加算

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（７８）までにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　総合医学管理加算 （○単位を加算（利用中に1回を限度））

（７８）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（６７）　緊急時施設療養費

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

（二）　特定治療

（４５）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（５６）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

＋○単位
＋○単位

（要介護４・５
に限る）

（ニ）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【療養型】

（四）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護
　　　　老人保健施設短期入所
　　　　療養介護費＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

（３）　特定介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

1日につき
＋○単位

（要介護４・５
に限る）

1日につき
＋○単位

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

ｃ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【基本型】

1日につき
＋○単位

ｄ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

＋○単位

1日につき
＋○単位

（要介護４・５
に限る）

（四）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅳ）
　　　　＜特別介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費＞

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　ユニット型介護老人保健
　　　　施設短期入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【基本型】

（二）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

ａ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞
　　【療養型】

（三）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

（二）　介護老人保健施設
     　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

（三）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋○単位

片道につき
＋○単位

ｂ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

ｃ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞【基本型】

1日につき
＋○単位

ｄ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

×○／１００

＋○単位

＋○単位

＋○単位

＋○単位
（７日間を

限度）
＋○単位

（７日（やむを
得ない事情が
ある場合は１
４日）を限度）

×○／１００

＋○単位

＋○単位

基本部分

注 注

（１）　介護老人保健施設短期
　　　　入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（Ⅰ）

ａ　介護老人保健施設
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【基本型】

×○／１００ ×○／１００

介護　10



ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準
に満たない場合

又
は

看護師が基準
に定められた看
護職員の員数
に20/100を乗
じて得た数未満
の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置に
ついて医療法施
行規則第４９条
の規定が適用さ
れている場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に
関する基準の
区分による加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（９）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（１１）　介護職員等特定
　　　　　処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（１０）　介護職員処遇
　　　　　改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（９）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（８）　特定診療費

（９）　サービス提供体制
　　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（６）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（７）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

（六）　ユニット型病院療養病床短期入所
　　　　療養介護費（Ⅵ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（４）　ユニット型病院療養病床
　　　　経過型短期入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（一)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　　　療養介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（二)　ユニット型病院療養病床経過型短期入所
　　　　療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（５）　特定病院療養病床短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

×○／１００ ×○／１００

b　病院療養病床経過型
　　短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（３）　ユニット型病院療養病床
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

（二）　ユニット型病院療養病床短期入所
　　　　療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（三）　ユニット型病院療養病床短期入所
　　　　療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（四）　ユニット型病院療養病床短期入所
　　　　療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（五）　ユニット型病院療養病床短期入所
　　　　療養介護費（Ⅴ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（２）　病院療養病床経過型
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　病院療養病床
　　　　経過型短期入所
　　　　療養介護費（Ⅰ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜4:1＞

a　病院療養病床経過型
　　短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　病院療養病床経過型
　　短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二)　病院療養病床
　　　　経過型短期入所
　　　　療養介護費（Ⅱ）

　　　　看護＜8:1＞
　　　　介護＜4:1＞

a　病院療養病床経過型
　　短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

（二)　病院療養病床
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜5:1＞

a　病院療養病床短期
  　入所療養介護費（ⅰ）
  　＜従来型個室＞

b　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型＞
　　＜従来型個室＞

c　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞

d　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅳ）
　　＜療養機能強化型＞
　　＜多床室＞

（三)　病院療養病床
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜6:1＞

a　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

片道につき
＋○単位

b　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜従来型個室＞

ｃ　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅲ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜従来型個室＞

ｄ　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞

ｅ　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅴ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜多床室＞

ｆ　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅵ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜多床室＞

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

×○／１００

病院療養病床
療養環境減算

　－○単位
－○単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）

＋○単位

＋○単位
（７日間を限度）

＋○単位
（７日（やむ
を得ない事
情がある場
合は１４日）

を限度）

＋○単位

＋○単位

基本部分

注

（１）　病院療養病床短期
　　　　入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　病院療養病床
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）
　
　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜4:1＞

a　病院療養病床短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

－○単位 ×○／１００ －○単位
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　ハ　診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

食堂を有しない場
合

認知症行動・心理
症状緊急対応加
算

緊急短期入所
受入加算

若年性認知症利
用者受入加算

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

　（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

　（1月につき　＋（三）の○／１００）

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（９）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（６）　特定診療費

（７）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（5）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

（３）　特定診療所短期入所
　　　　療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

＋○単位（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（４）　療養食加算

（二)　診療所短期入所
　　　　療養介護費（Ⅱ）

　　　　看護・介護
　　　　＜3：１＞

a　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２)　ユニット型
　　　　診療所短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型診療所短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

（二）　ユニット型診療所短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（三）　ユニット型診療所短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（四）　ユニット型診療所短期入所療養
　　　　介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（五）　ユニット型診療所短期入所療養
　　　　介護費（Ⅴ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

＋○単位
（７日間を限度）

＋○単位
（７日（やむを
得ない事情
がある場合
は１４日）を

限度）

＋○単位

片道につき
　＋○単位

b　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜従来型個室＞

ｃ　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅲ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜従来型個室＞

ｄ　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞

ｅ　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅴ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜多床室＞

ｆ　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅵ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜多床室＞

（六）　ユニット型診療所短期入所療養
　　　　介護費（Ⅵ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

基本部分

（１）　診療所短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　診療所短期入所
　　　　療養介護費（Ⅰ）

　　　　看護＜6：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　診療所短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○/１００

診療所設備基準
減算

－○単位 －○単位
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　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超え
る場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
ので、医師の数が
基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満であ
る場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
の以外で、医師
の数が基準に定
められた医師の
員数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が
未整備である場
合

緊急短期入所受
入加算

利用者に対して
送迎を行う場合

要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）
要介護２ （ ○ 単位）
要介護３ （ ○ 単位）
要介護４ （ ○ 単位）
要介護５ （ ○ 単位）
要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）○／１００）

注
所定単位は、（１）から（７）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（９）　介護職員等特定
　　　　処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（８）　介護職員
　　　　処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（６）　特定診療費

（７）　サービス提供
　　　　体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（４）　特定認知症
　　　　疾患型短期入所
　　　　療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（５）　療養食加算
（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

×○／１００

b　ユニット型認知症疾患型
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

一
般
病
棟

（二)　ユニット型
　　　　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　ユニット型認知症疾患型
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型認知症疾患型
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（２）　認知症疾患型
　　　　経過型
　　　　短期入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　認知症疾患型経過型短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）
 　　　　＜多床室＞

（３）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

大
学
病
院

（一)　ユニット型
　　　　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

a　ユニット型認知症疾患型
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

a　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

b　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（五)　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅴ）
　
　　　　経過措置型

a　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

×○／１００

－○単位

×○／１００

＋○単位
（７日（やむを得な
い事情がある場
合は１４日）を限

度）

片道につき
　＋○単位

b　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

a　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

a　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（１）　認知症疾患型
　　　　短期入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

大
学
病
院

（一)　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

　　　　看護＜3：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　認知症疾患型短期入所
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

×○／１００

一
般
病
棟

（二)　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜4：1＞

（三)　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜5：1＞

（四)　認知症
　　　　疾患型短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅳ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜6：1＞

基本部分

注

介護　13



ホ　介護医療院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合 又

は

医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
に満たない場
合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
乗じて得た数
未満の場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

療養環境の基
準(廊下）を満
たさない場合

療養環境の基
準（療養室）を
満たさない場
合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

緊急短期入
所受入加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

（ ○ 単位）

　：　「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　（３）及び（６）を適用する場合には、（※２）を適用しない。
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（１５）　介護職員等特定
　　　　　処遇改善加算
　

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（1３）までにより算定した単位
数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　○単位を加算）

（１４）　介護職員処遇改善
　　　　　加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（1３）までにより算定した単位
数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１３）　サービス提供体制
　　　　　強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１１）　重度認知症疾患
　　　　　療養体制加算

（一）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅰ）

要介護１・２　　（１日につき○単位を加算）
要介護３・４・５ （１日につき○単位を加算）

（二）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅱ）

要介護１・２　　（１日につき○単位を加算）
要介護３・４・５ （１日につき○単位を加算）

（１２）　特別診療費　（※２）

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（９）　緊急時施設診療費

イ　緊急時治療管理

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

ロ　特定治療

（１０）　認知症専門ケア
　　　　　加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
（1日につき　○単位を加算）

（７）　特定介護医療院短期入所療養介護費

（一）　３時間以上４時間未満

＋○単位（二）　４時間以上６時間未満

（三）　６時間以上８時間未満

（８）　療養食加算

　－○単位 －○単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）

＋○単位

＋○単位
（７日間を限

度）

（一）　ユニット型Ⅱ型 介護医療院短期入所 
　　　　療養介護費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型Ⅱ型 介護医療院短期入所 
　　　　療養介護費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（６）　ユニット型特別介護医療院
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型Ⅰ型特別
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費

a　ユニット型Ⅰ型 特別
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００
b　ユニット型Ⅰ型 特別
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（二）　ユニット型Ⅱ型特別
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費

a　ユニット型Ⅱ型 特別
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型Ⅱ型 特別
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（４）　ユニット型Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費（Ⅰ）

a　ユニット型Ⅰ型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

b　ユニット型Ⅰ型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（二）　ユニット型Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　短期入所
　　　　療養介護費（Ⅱ）

a　ユニット型Ⅰ型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００
b　ユニット型Ⅰ型 
　　介護医療院短期入
所 
　　療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的
　　多床室＞

（５）　ユニット型Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（１日につき）

（３）　特別介護医療院短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　Ⅰ型特別
　　　　介護医療院
　　　　 短期入所療養
　　　　介護費

a　Ⅰ型 特別介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

b　Ⅰ型 特別介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）　Ⅱ型特別
　　　　介護医療院
　　　　 短期入所療養
　　　　介護費

a　Ⅱ型 特別介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型特別 介護医療
院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

×○／１００×○／１００

（２）　Ⅱ型介護医療院短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

a　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二)　Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　Ⅱ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

a　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

＋○単位

片道につき
＋○単位

b　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）　Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

a　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

b　Ⅰ型 介護医療院
　　短期入所 療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

＋○単位
（７日（やむ
を得ない事
情がある場
合は１４日）

を限度）

基本部分

注 注

（１）　Ⅰ型介護医療院短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　Ⅰ型介護医療院
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

a　Ⅰ型介護医療院
　　短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

－○単位

介護　14



１０　特定施設入居者生活介護費
　

注 注 注 注 注 注 注 注 注

看護・介護
職員の員数
が基準に満
たない場合

介護職員の
員数が基準
に満たない場
合

身体拘束廃
止未実施減
算

入居継続支
援加算（Ⅰ）

入居継続支
援加算（Ⅱ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅰ）

ADL維持等
加算（Ⅱ）

夜間看護体
制加算

若年性認知
症入居者受
入加算

医療機関連
携加算

口腔衛生管
理体制加算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

科学的介護
推進体制加
算

障害者等支
援加算

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

・訪問介護

・身体介護 所要時間15分未満の場合　○単位

所要時間15分以上30分未満の場合　○単位

所要時間30分以上１時間30分未満の場合　○単位に
所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに
○単位を加算した単位数
所要時間１時間30分以上の場合　○単位に所要時間１
時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに○単
位を加算した単位数

・生活援助 所要時間15分未満の場合　○単位

所要時間15分以上１時間未満の場合　○単位に所要
時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに○単
位を加算した単位数

所要時間１時間以上１時間15分未満の場合　○単位

所要時間１時間15分以上の場合　○単位

・通院等乗降介助 １回につき　○単位

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

※　限度額 要介護１ ○単位
要介護２ ○単位
要介護３ ○単位
要介護４ ○単位
要介護５ ○単位

※ 　短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。

１１　福祉用具貸与費

車いす

車いす付属品

特殊寝台

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助つえ

移動用リフト

自動排泄処理装置

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

　：　「特別地域福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　要介護１の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算定しない。
　自動排泄処理装置については要介護１から要介護３の者については算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

　福祉用具貸与費
（現に指定福祉用具貸与に要
した費用の額を当該事業所の
所在地に適用される１単位の
単価で除して得た単位数）

交通費に相当する額を事業所の
所在地に適用される１単位の単
価で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の
○／○を限度）

交通費に相当する額の○／○に
相当する額を事業所の所在地に
適用される１単位の単価で除して
得
た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の
○／○を限度）

交通費に相当する額の○／○に相
当する額を事業所の所在地に適用
される１単位の単価で除して得た単
位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の
○／○を限度）

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

認知症老人徘徊感知機器

基本部分

注 注 注

特別地域福祉用具貸与加算
中山間地域等における小規模事
業所加算

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

チ　介護職員処遇改善
　　加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

リ　介護職員等特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

ト　サービス提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（１日につき　○単位を加算）

（４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

へ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ
　　算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

（２）看取り介護加算（Ⅱ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　○単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　○単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

×○／１００
1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

ホ　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ
　　算定）

（１）看取り介護加算（Ⅰ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　○単位を加算）

・他の訪問系サービス及び通所系サービス

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　○／１００

・福祉用具貸与

　通常の福祉用具貸与と同様

※　ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

１回につき
＋○単位

（６月に１回
を限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回
を限度）

１月につき
＋○単位

ロ　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき　○単位）

×○／１００
１日につき
＋○単位

1月につき
＋○単位

1月につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

注

基本部分

注 注

１月につき
＋○単位

注

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

イ　特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき）

×○／１００
1日につき
＋○単位

ニ　退院・退所時連携加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１日につき　○単位を加算）

注

1日につき
＋○単位

1月につき
＋○単位

注

1日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

（３月に１回
を限度）

1月につき
＋○単位

※ただし、個
別機能訓練
加算を算定
している場合
は、１月につ
き＋○単位

ハ　短期利用特定施設入居者生活介護費
　　（１日につき）※
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Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注 注 注

運営基準減算 特別地域居宅介護
支援加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

特定事業所集中減
算

要介護１・２ （ ○単位 ）

要介護３・４・５ （ ○単位 ）

要介護１・２ （ ○単位 ）

要介護３・４・５ （ ○単位 ）

要介護１・２ （ ○単位 ）

要介護３・４・５ （ ○単位 ）

要介護１・２ （ ○単位 ）

要介護３・４・５ （ ○単位 ）

要介護１・２ （ ○単位 ）

要介護３・４・５ （ ○単位 ）

要介護１・２ （ ○単位 ）

要介護３・４・５ （ ○単位 ）

（１）　特定事業所加算（Ⅰ）

（２）　特定事業所加算（Ⅱ）

（３）　特定事業所加算（Ⅲ）

（４）　特定事業所加算（Ａ）

（１）　入院時情報連携加算（Ⅰ）

（２）　入院時情報連携加算（Ⅱ）

（１）　退院・退所加算（Ⅰ）イ

（２）　退院・退所加算（Ⅰ）ロ

（３）　退院・退所加算（Ⅱ）イ

（４）　退院・退所加算（Ⅱ）ロ

（５）　退院・退所加算（Ⅲ）

死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上在宅の訪問等を行った場合

チ　緊急時等居宅カンファレンス加算 （１月に２回を限度に　＋○単位）

リ　ターミナルケアマネジメント加算 （＋○単位）

※居宅介護支援費（Ⅱⅱ）・（Ⅲⅲ）については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４０件以上である場合、４０件以上６０件未満の部分については（Ⅱⅱ）を、６０件以上の部分については（Ⅲⅲ）を算定する。
※一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む。）の活用又は事務職員の配置を行っている場合については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４５件以上である場合、４５件以上６０件未満の部分については（ⅱ）
を、６０件以上の部分については（ⅲ）を算定する。

（＋○単位）

ヘ　小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (＋３００単位）

ト　看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (＋３００単位）

ト　通院時情報連携加算 （１月につき　＋○単位）

ニ　医療介護連携体制強化加算 （１月につき　＋○単位）

ニホ　入院時情報連携加算

（１月につき　＋○単位）

（１月につき　＋○単位）

ホヘ　退院・退所加算
　　（入院または入所期間中1回を限度に算定）

（＋○単位）

（＋○単位）

（＋○単位）

（＋○単位）

ロ　初回加算 （１月につき　＋○単位）

（１月につき　＋○単位）

（１月につき　＋○単位）

（１月につき　＋○単位）

（１月につき　＋○単位）

ハ　特定事業所加算

＋○／１００ ＋○／１００
１月につき
－○単位

（二）　居宅介護支援費（Ⅱⅱ）（※）

（三）　居宅介護支援費（Ⅲⅲ）（※）

（２）居宅介護支援費（Ⅱ）

（一）　居宅介護支援費（ⅰ）

（二）　居宅介護支援費（ⅱ）（※）

（三）　居宅介護支援費（ⅲ）（※）

基本部分

イ　居宅介護支援費
　　（１月につき）

（１）居宅介護支援費（Ⅰ）

（一）　居宅介護支援費（Ⅰⅰ）

（運営基準減算の場合）
×○／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

算定しない

＋○／１００
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１　介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入所者の数が入
所定員を超える場
合

又
は

介護・看護職員
又は介護支援専
門員の員数が基
準に満たない場
合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

安全管理体制未
実施減算

栄養ケア・マネジ
メントを実施して
いない場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置加
算（Ⅰ）・（Ⅱ）

夜勤職員配置加
算（Ⅲ）・（Ⅳ）

準ユニットケア加
算

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ADL維持等加算
（Ⅰ）

ADL維持等加算
（Ⅱ）

若年性認知症入
所者受入加算

専従の常勤医師
を配置している場
合

精神科医師によ
る療養指導が月
2回以上行われ
ている場合

障害者生活支援
体制加算（Ⅰ）

障害者生活支援
体制加算（Ⅱ）

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

（１）　経口維持加算（Ⅰ）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）

（１）　口腔衛生管理加算（Ⅰ）

（２）　口腔衛生管理加算（Ⅱ）

※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）、排せつ支援加算（Ⅳ）、介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ムウ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからナラまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　○単位を加算）

ラム　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからナラまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

ナラ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

ツ　自立支援推進加算

（1月につき　○単位を加算）

ネ　科学的介護推進体制加算

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（１月につき　○単位を加算）

ソタ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

（入所後7日に限り　１日につき○単位を加算）

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

ヨワ　在宅復帰支援機能加算

（1日につき　○単位を加算）

タカ　在宅・入所相互利用加算

（1日につき　○単位を加算）

レヨ　認知症専門ケア加算 （１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
（１日につき　○単位を加算）

（２）　看取り介護
　　　　加算（Ⅱ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

カヲ　看取り介護加算

（１）　看取り介護
　　　　加算（Ⅰ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

ヲヌ　療養食加算

（１回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

ワル　配置医師緊急時対応加算

（１）　早朝・夜間の場合

（１回につき　○単位を加算）

（２）　深夜の場合

（１回につき　○単位を加算）

ヌ　口腔衛生管理体制加算 （１月につき　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

ルリ　口腔衛生管理加算（１月につき）

（1月につき　○単位を加算）

（1月につき　○単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（1日につき　○単位を加算）

リチ　経口維持加算（１月につき）

（1月につき　○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（1月につき　○単位を加算）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない

（入所者1人につき1回を限度として○単位を算定）

ツレ　褥瘡マネジメント加算

（３）　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）

（1月につき　○単位を加算（3月に1回を限度））

へ　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

ト　低栄養リスク改善加算

（１月につき　３００単位を加算）

ヘ　栄養マネジメント強化加算

（１日につき　○単位を加算）

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

（○単位）

（４）　退所前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（○単位）

ナ　安全対策体制加算

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

注
栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

チト　経口移行加算 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（1日につき　○単位を加算）

二　再入所時栄養連携加算 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（入所者1人につき1回を限度として○単位を加算）

ホ　退所時等相談援助
　　加算

（１）　退所前訪問相談援助加算

（入所中1回（又は2回）を限度に、○単位を算定）

（２）　退所後訪問相談援助加算

（退所後1回を限度に、○単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

ハ　初期加算

１月につき
＋○単位

※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、１月につき

＋○単位

（２）　経過的小規模
　　　　介護福祉施設
　　　　サービス費

（一）　経過的小規模介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

（二）　経過的小規模介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

ロ　ユニット型
　　介護福祉施設サービス費
　　（1日につき）

＋○単位 ＋○単位

（二）　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

×○／１００ ＋○単位

入所定員30人
以上50人以下

○単位

入所定員51人
以上又は経過

的小規模
○単位

入所定員30人
以上50人以下

○単位

入所定員51人
以上又は経過

的小規模
○単位

（一） ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

（二） ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（一） ユニット型経過的小規模介護福祉施設
　　　　サービス費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

－○単位

＋○単位

注 注 注 注

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

＋○単位

＋○単位

＋○単位 ＋○単位

（４）　排せつ支援加算（Ⅳ）

１月につき
＋○単位

（３月に１回を限
度）

入所定員30人
以上50人以下

○単位

入所定員51人
以上又は経過

的小規模
○単位

入所定員30人
以上50人以下

○単位

入所定員51人
以上又は経過

的小規模
○単位

入所定員30人
以上50人以下

○単位

入所定員51人
以上又は経過

的小規模
○単位

入所定員30人
以上50人以下

○単位

入所定員51人
以上又は経過

的小規模
○単位

（二） ユニット型経過的小規模介護福祉施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

注　外泊時費用 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

注　外泊時在宅サービス利用費用

イ　介護福祉施設サービス費
　　（1日につき）

（１）　介護福祉施設
　　　　サービス費

（一）　介護福祉施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×○／１００ ×○／１００

（１）　ユニット型
　　　　介護福祉施設
　　　　サービス費

（２）　ユニット型
　　　　経過的小規模
　　　　介護福祉施設
　　　　サービス費

注

＋○単位
１月につき
＋○単位

（１月につき　○単位を加算）

ネソ　排せつ支援加算

基本部分

注 注

×○／１００ －○単位
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２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

身体拘束廃止
未実施減算

安全管理体制
未実施減算

栄養ケア・マネ
ジメントを実施
していない場
合

夜勤職員配置
加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算

認知症短期集
中リハビリテー
ション実施加
算

認知症ケア加
算

若年性認知症
入所者受入加
算

在宅復帰・
在宅療養支
援機能加算
（Ⅰ）

在宅復帰・
在宅療養支
援機能加算
（Ⅱ）

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（４）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護
　　　　保健施設サービス費＞

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

1日につき
＋○単位

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

（三）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

1日につき
＋○単位

（四）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

（４）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅳ）
　　　　＜特別介護保健施設
　　　　サービス費＞

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

ロ　ユニット型
　　介護保健施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（１）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞【基本型】

（２）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

（一）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

（３）　ユニット型
　　　　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

1日につき
＋○単位

１日につき
－○単位

１日につき
－○単位

１日につき
＋○単位

（２）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護職員を配置＞

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞【療養型】

（３）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：
　　　　看護オンコール体制＞

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【療養型】

（二）　介護保健施設サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞【療養型】

1日につき
＋○単位
（週３日を

限度）

基本部分

注

1日につき
＋○単位

（三）　介護保健施設サービス費（ⅲ）
　　　　＜多床室＞【基本型】

1日につき
＋○単位

（四）　介護保健施設サービス費（ⅳ）
　　　　＜多床室＞【在宅強化型】

1日につき
＋○単位

×○／１００

注

イ　介護保健施設
　　サービス費
　　（1日につき）

（１）　介護保健施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　介護保健施設サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞【基本型】

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位
（週３日を

限度）

1日につき
＋○単位
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※　イ（４）及びロ（４）を適用する場合には、（※２）を適用しない。
※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）、排せつ支援加算（Ⅳ）、介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（１月につき　○単位を加算）

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ノク　介護職員等特定処遇改善加算

注
所定単位は、イからウノまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

注
所定単位は、イからウノまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　○単位を加算）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

ヰオ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（入所者1人につき1回を限度として○単位を算定）

ヰ　安全対策体制加算

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

ウノ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

ム　自立支援推進加算（※２）

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）
（１月につき　○単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

ウ　科学的介護推進体制加算（※２）

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）
（１月につき　○単位を加算）

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

（４）　排せつ支援加算（Ⅳ）

（1月につき　○単位を加算）

ネ　リハビリテーションマネジメント計画書提出料加算（※２）
（１月につき　○単位を加算）

（１回当たり　○単位を加算）

ナツ　地域連携診療計画情報提供加算　（※２）

在宅強化型の場合

（入所者１人につき１回を限度として○単位を加算）

在宅強化型以外の場合

（入所者１人につき１回を限度として○単位を加算）

ツレ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

療養型老健以外の場合

（入所後7日に限り　１日につき○単位を加算）

療養型老健の場合

（入所後7日に限り　１日につき○単位を加算）

ネソ　認知症情報提供加算

レヨ　所定疾患施設療養費　（※２）

（１）所定疾患施設療養費（Ⅰ）

（1月に1回７日を限度に､1日につき○単位を算定）

（２）所定疾患施設療養費（Ⅱ）

（1月に1回７日１０日を限度に､1日につき○単位を算定）

ソタ　認知症専門ケア加算

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（入所者１人につき１回を限度として○単位を加算）

タカ　緊急時施設療養費

（１）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

（２）　特定治療

ワル　療養食加算

（1回につき　　○単位を加算（１日に３回を限度））

カヲ　在宅復帰支援機能加算

（療養型老健に限り１日につき　○単位を加算）

ヨワ　かかりつけ医連携薬剤調整加算　（※２）

（１）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

（入所者１人につき１回を限度として○単位を加算）

（２）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

（入所者１人につき１回を限度として○単位を加算）

（3）　かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

ル　口腔衛生管理体制加算　（※２） （１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

ヲヌ　口腔衛生管理加算　（※２）

（１）　口腔衛生管理加算（Ⅰ） （1月につき　○単位を加算）

（２）　口腔衛生管理加算（Ⅱ） （1月につき　○単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

ヌリ　経口維持加算（１月につき）　（※２）

（１）　経口維持加算（Ⅰ） （1月につき　○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（２）　経口維持加算（Ⅱ） （1月につき　○単位を加算）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

ト　栄養マネジメント強化加算 注
栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（１日につき　○単位を加算）

リチ　経口移行加算　（※２） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（1日につき　○単位を加算）

ト　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

チ　低栄養リスク改善加算　（※２）

（１月につき　３００単位を加算）

（２）　訪問看護指示加算

（入所者1人につき1回を限度として○単位を算定）

ヘ　退所時等支援等加算　（※２）

（１）　退所時等支援加算

（一）　試行的退所時指導加算 注
入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合（○単位）

（二）　退所時情報提供加算 注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合（○単位）

（三）　入退所前連携加算（Ⅰ） 注
居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合（○単位）

（三四）　退所前連携加算入退所前連携加算（Ⅱ）

（○単位）

（１回につき　　　○単位を加算）

ホ　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　（※２）

在宅強化型の場合 （１回につき　　　○単位を加算）
注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定

在宅強化型以外の場合 （１回につき　　　○単位を加算）

ハ　初期加算 （1日につき　○単位を加算）

ニ　再入所時栄養連携加算　（※２） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（入所者1人につき1回を限度として○単位を加算）

ホ　入所前後訪問指導加算（Ⅰ）　（※２）

在宅強化型の場合 （１回につき　　　○単位を加算）
注
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定

在宅強化型以外の場合

注　療養体制維持特別加算

イ　療養体制維持特別加算（Ⅰ） （１日につき　○単位を加算）

ロ　療養体制維持特別加算（Ⅱ） （１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

注　特別療養費

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前2日又は3日

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

注　外泊時費用（在宅サービスを利用する場合） 入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

注　ターミナル
　　ケア加算

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

療養型老健以外の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

療養型老健の場合

（１日につき　　　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前4日以上30日以下

注　外泊時費用

ムラ　排せつ支援加算　（※２）

（３）　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）
（1月につき　○単位を加算（３月に１回を限度））

ラナ　褥瘡マネジメント加算　（※２）
　　（イ（１）、ロ（１）を算定する場合のみ算定） （１月につき　○単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）
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３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員
を超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護職
員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

一定の要件を満
たす入院患者の
数が規準に満たな
い場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎
に配置していない
等ユニットケアに
おける体制が未整
備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の
規定が適用され
ている場合

移行計画が未提
出である場合

安全管理体制未
実施減算

栄養ケア・マネジ
メントを実施して
いない場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関す
る基準の区分によ
る加算

若年性認知症患
者受入加算

要介護１ （ ○ 単位） －○単位
要介護２ （ ○ 単位） －○単位
要介護３ （ ○ 単位） －○単位
要介護４ （ ○ 単位） －○単位
要介護５ （ ○ 単位） －○単位
要介護１ （ ○ 単位） －○単位
要介護２ （ ○ 単位） －○単位
要介護３ （ ○ 単位） －○単位
要介護４ （ ○ 単位） －○単位
要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

－○単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）

＋○単位

＋○単位

（六）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅵ）
　　　　<療養機能強化型Ｂ>
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（４）　ユニット型
　　　　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（二）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

a　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

b　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅱ）
　　<多床室>

（３）　ユニット型
　　　　療養型介
　　　　護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

×○／１００

（二）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<療養機能強化型Ａ>
　　　　<ユニット型個室>

（三）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅲ）
　　　　<療養機能強化型Ｂ>
　　　　<ユニット型個室>

（四）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅳ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

×○／１００

（五）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅴ）
　　　　<療養機能強化型Ａ>
　　　　<ユニット型個室的多床室>

×○／１００

b　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　<多床室>

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

×○／１００

ｃ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅲ）
　　<多床室>

（２）　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

　　　　看護<6:1>
　　　　介護<4:1>

a　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

b　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅱ）
　　<多床室>

（二）　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護<8:1>
　　　　介護<4:1>

ｄ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅳ）
　　<療養機能強化型>
　　<多床室>

（三）　療養型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅲ）

　　　　看護<6:1>
　　　　介護<6:1>

a　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

（二）　療養型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護<6:1>
　　　　介護<5:1>

－○単位

×○／１００ ×○／１００

ｄ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅳ）
　　<多床室>

×○／１００

ｅ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅴ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<多床室>

ｆ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅵ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<多床室>

a　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

×○／１００

ｂ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　<療養機能強化型>
　　<従来型個室>

×○／１００

b　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<従来型個室>

ｃ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅲ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<従来型個室>

－○単位

×○／１００

×○／１００

（一）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

－○単位

×○／１００

病院療養病床
療養環境減算

　－○単位

基本部分

注

（１）　療養型
　　　　介護療養
　　　　施設サービ
　　　　ス費
　　　　（１日につき）

（一）　療養型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）
　
　　　　看護<6:1>
　　　　介護<4:1>

a　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

－○単位 ×○／１００×○／１００
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（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※　一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、（※３）を適用しない。
※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（２１２０）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（１９１８）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、（１）から（１９１８）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（２０１９）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（１７１５）　認知症行動・心理症状緊急対応加算

（入所入院後7日に限り　１日につき○単位を加算）

（１８１６）　排せつ支援加算　（※３）

（１月につき　○単位を加算）

（１９１８）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（1日につき　○単位を加算）

（１５１３）　特定診療費　（※３）

（１６１４）　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
（1日につき　○単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
（1日につき　○単位を加算）

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（１３１１）　療養食加算

（１２１０）　口腔衛生管理加算　（※３） （１月につき　　○単位を加算）

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（１４１２）　在宅復帰支援機能加算　（※３）

（１０９）　経口維持加算
　　　　　（１月につき）　（※３）

（１月につき　○単位を加算） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（１月につき　○単位を加算） 注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（１１）　口腔衛生管理体制加算　（※３） （１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

(１７)　安全対策体制加算（※３）

（入院患者1人につき1回を限度として○単位を算定）

（７）　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

（８７）　低栄養リスク改善加算　（※３） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。（１月につき　○単位を加算）

（９８）　経口移行加算　（※３） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（1日につき　○単位を加算）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合（○単位）

d　退院時情報提供加算 注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合（○単位）

e　退院前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合（○単位）

（６）　退院時
　　　　指導等加算
　　　　（※３）

（一）　退院時等指導
　　　　加算

a　退院前訪問指導加算
（入院中1回（又は2回）を限度に、○単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
（退院後1回を限度に、○単位を算定）

c　退院時指導加算

（二）　訪問看護指示加算
（入院患者１人につき１回を限度として　　　○単位算定）

注　他科受診時費用 入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定

（５）　初期加算 （1日につき　＋○単位）

注　外泊時費用 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定

注　試行的退院サービス費 入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき○単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）
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  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

一定の要件を満たす入
院患者の数が規準に満
たない場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

身体拘束廃止未実施
加算

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

移行計画が未提出であ
る場合

安全管理体制未実施
減算

栄養ケア・マネジメントを
実施していない場合

若年性認知症患者受入
加算

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

ｂ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　ユニット型
　　　　診療所型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

（二）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（三）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（四）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

×○／１００

（五）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅴ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（六）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅵ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

診療所療養病床
設備基準減算

－○単位
×○／１００ －○単位 －○単位 ＋○単位

b　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜従来型個室＞

ｃ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅲ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜従来型個室＞

ｄ　診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅳ）
　＜多床室＞

×○／１００

ｅ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅴ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜多床室＞

基本部分

（１）　診療所型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（1日につき）

（一）　診療所型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

　　　　看護＜6：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

×○／１００

ｆ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅵ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜多床室＞

（二）　診療所型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護・介護＜3：１＞

a　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００
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（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

※　一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、（※１）を適用しない。
※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（１９１８） 介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（１７１６）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、（１）から（１７１６）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（１８１７） 介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（１５１３）　認知症行動・心理症状緊急対応加算

（入所入院後7日に限り　１日につき○単位を加算）

（１６１４）　排せつ支援加算　（※１）

（１月につき　○単位を加算）

（１７１６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（1日につき　○単位を加算）

（１３１１）　特定診療費　（※１）

（１４１２）　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

（１０８）　口腔衛生管理加算　（※１） （１月につき　　○単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（１１９）　療養食加算

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（１２１０）　在宅復帰支援機能加算　（※１）

（８７）　経口維持加算（１月につき）　（※１）
（１月につき　○単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（１月につき　○単位を加算）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（９）　口腔衛生管理体制加算　（※１） （１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

(１５)　安全対策体制加算（※１）

（入院患者1人につき1回を限度として○単位を算定）

（５）　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

（６５）　低栄養リスク改善加算　（※１） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。（１月につき　○単位を加算）

（７６）　経口移行加算　（※１） （1日につき　○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合（○単位）

d　退院時情報提供加算 注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合（○単位）

e　退院前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合（○単位）

（４）　退院時
　　　指導等加算
      （※１）

（一）　退院時等
　　　指導加算

a　退院前訪問指導加算
（入院中1回（又は2回）を限度に、○単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
（退院後1回を限度に、○単位を算定）

c　退院時指導加算

（二）　訪問看護指示加算
（入院患者１人につき１回を限度として○単位算定）

注　外泊時費用 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき、○単位を算定

注　他科受診時費用 入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定

（３）　初期加算 （1日につき　○単位を加算）
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注 注 注 注 注 注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定め
られた看護職員の員
数に20/100を乗じて
得た数未満の場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を
乗じて得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以
外で、医師の数が
基準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じて得
た数未満である場
合

一定の要件を満た
す入院患者の数が
規準に満たない場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

身体拘束廃止未
実施減算

移行計画が未提
出である場合

安全管理体制未
実施減算

栄養ケア・マネジメ
ントを実施してい
ない場合

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

※　一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、（※１）を適用しない。
※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（１６１５）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

注
所定単位は、（１）から（１６１５）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１８１７）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（１７１６）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（１月につき　○単位を加算）

（１６１５）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２１０）　療養食加算

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（１３１１）　在宅復帰支援機能加算　（※１）

（1日につき　○単位を加算）

（１４１２）  特定診療費　（※１）

（１５１３）　排せつ支援加算　（※１）

(１４)　安全対策体制加算（※１）

（入院患者1人につき1回を限度として○単位を算定）

（１０）　口腔衛生管理体制加算　（※１） （１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（１１９）　口腔衛生管理加算　（※１） （１月につき　　○単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（８７）　経口移行加算　（※１） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（1日につき　○単位を加算）

（９８）　経口維持加算（１月につき）
　　　　（※１）

（１月につき　○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（１月につき　○単位を加算）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（６）　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

（７６）　低栄養リスク改善加算　（※１） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。（１月につき　○単位を加算）

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合（○単位）

d　退院時情報提供加算 注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合（○単位）

（○単位）

（５）　退院時
　　　　指導等加算
　　　　（※１）

（一）　退院時等指導
　　　　加算

a　退院前訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）を限度に、○単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
　（退院後1回を限度に、○単位を算定）

c　退院時指導加算

（二）　訪問看護指示加算
（入院患者１人につき１回を限度として○単位算定）

注　外泊時費用 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定

注　他科受診時費用 入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定

（４）　初期加算 （1日につき　○単位を加算）

e　退院前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（２）　認知症
　　　　疾患型経過型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（３）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

大

学

病

院

等

（一）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

a　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費
（ⅰ）
 　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費
（ⅱ）
 　＜ユニット型個室的多床室＞

一

般

病

院

（二）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（五）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅴ）

　　　　経過措置型

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

a　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費
（ⅰ）
 　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費
（ⅱ）
 　＜ユニット型個室的多床室＞

×○／１００

一

般

病

院

（二）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜4：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅲ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜5：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（四）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅳ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００ ×○／１００

×○／１００

－○単位 －○単位

×○／１００

－○単位

基本部分

注

（1）　認知症
　　　　疾患型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

大

学

病

院

等

（一）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

　　　　看護＜3：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

×○／１００ ×○／１００

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

介護　24



４　介護医療院サービス

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場合

入所者の数が入
所者の定員を超
える場合

又
は

医師、薬剤師、
看護職員、介護
職員、介護支援
専門員の員数が
基準に満たない
場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

常勤のユニット
リーダーをユニット
毎に配置していな
い等ユニットケア
における体制が未
整備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

安全対策体制未
実施減算

栄養ケア・マネジ
メントを実施して
いない場合

療養環境の基準
(廊下）を満たさな
い場合

療養環境の基準
（療養室）を満た
さない場合

夜勤を行う職員
の勤務条件に関
する基準の区分
による加算

若年性認知症入
所者受入加算

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位
要介護２ （ ○ 単位） ー○単位
要介護３ （ ○ 単位） ー○単位
要介護４ （ ○ 単位） ー○単位
要介護５ （ ○ 単位） ー○単位
要介護１ （ ○ 単位） ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位

ホ　ユニット
　　型Ⅱ型
　　介護医療院
　　サービス費
　　（１日につき）

へ　ユニット
　　型特別介護
　　医療院
　　サービス費
　　（１日につき）

（１）　ユニット型
　　　　Ⅰ型特別介護
　　　　医療院
　　　　サービス費

（一）　ユニット型Ⅰ型 
　　　　特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００
（二）　ユニット型Ⅰ型 
　　　　特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的
　　　　多床室＞

（２）　ユニット型
　　　　Ⅱ型特別介護
　　　　医療院
　　　　サービス費

（一）　ユニット型Ⅱ型 
　　　　特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型Ⅱ型 
　　　　特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的
　　　　多床室＞

×○／１００

（二）　ユニット型Ⅰ型 
　　　　介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的
　　　　多床室＞

（２）　ユニット型
　　　　Ⅰ型介護
　　　　医療院
　　　　サービス費（Ⅱ）

（一）　ユニット型Ⅰ型 
　　　　介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００
（二）　ユニット型Ⅰ型 
　　　　介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的
　　　　多床室＞

×○／１００

（二）　Ⅰ型特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（２）　Ⅱ型特別
　　　　介護医療院
　　　　サービス費

（一）　Ⅱ型特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　Ⅱ型特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

ニ　ユニット
　　型Ⅰ型
　　介護医療院
　　サービス費
　　（１日につき）

（１）　ユニット型
　　　　Ⅰ型介護
　　　　医療院
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　ユニット型Ⅰ型 
　　　　介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（一）　Ⅱ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　Ⅱ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（３）　Ⅱ型
　　　　介護医療院
　　　　サービス費（Ⅲ）

（一）　Ⅱ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　Ⅱ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

ハ　特別
　　介護医療院
　　サービス費
　　（１日につき）

（１）　Ⅰ型特別
　　　　介護医療院
　　　　サービス費

（一）　Ⅰ型特別介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　Ⅰ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（３）　Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　サービス費（Ⅲ）

（一）　Ⅰ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

×○／１００

（二）　Ⅰ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

ロ　Ⅱ型
　　介護医療院
　　サービス費
　　（１日につき）

（１）　Ⅱ型
　　　　介護医療院
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　Ⅱ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　＜従来型個室＞

（二）　Ⅱ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（２）　Ⅱ型
　　　　介護医療院
　　　　サービス費（Ⅱ）

　－○単位 　－○単位 －○単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋○単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）

＋○単位

＋○単位

（二）　Ⅰ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（１）　ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（２）　ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（２）　Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　サービス費（Ⅱ）

（一）　Ⅰ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

基本部分

注 注

イ　Ⅰ型
　　介護医療院
　　サービス費
　　（１日につき）

（１）　Ⅰ型
　　　　介護医療院
　　　　サービス費（Ⅰ）

（一）　Ⅰ型介護医療院 
　　　　サービス費（ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

－○単位 ×○／１００ ×○／１００ 　－○単位
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（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

（一）　口腔衛生管理加算（Ⅰ）

（二）　口腔衛生管理加算（Ⅱ）

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　ハ及びヘを適用する場合には、（※２）を適用しない。
※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　排せつ支援加算（Ⅳ）、介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（１月につき　○単位を加算）

（一ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（ニ）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

注
所定単位は、イからヰノまでにより算定した単位数の合計

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

オク　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヰノまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１月につき　○単位を加算）

（入所者1人につき1回を限度として○単位を算定）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

ウ　長期療養生活移行加算（※２）

（入所後９０日に限り　１日につき○単位を加算）

ヰノ　サービス提供体制強化加算

ノオ　介護職員処遇改善加算

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ラ　自立支援推進加算（※２）

（１月につき　○単位を加算）

ム　科学的介護推進体制加算（※２）

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

ヰ　安全対策体制加算

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

ム　移行定着支援加算　（※２）

（１日につき９３単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

ウナ　排せつ支援加算　（※２）

（４）　排せつ支援加算（Ⅳ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（入所後7日に限り　１日につき○単位を加算）

ラネ　重度認知症疾患療養体制加算

（一）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅰ）

要介護１・２　　（１日につき○単位を加算）
要介護３・４・５ （１日につき○単位を加算）

（二）重度認知症疾患療養体制加算（Ⅱ）

要介護１・２　　（１日につき○単位を加算）
要介護３・４・５ （１日につき○単位を加算）

ネソ　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
（1日につき　○単位を加算）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）
（1日につき　○単位を加算）

ナツ　認知症行動・心理症状緊急対応加算

レヨ　在宅復帰支援機能加算　（※２）
（1日につき　○単位を加算）

ソタ　特別診療費　（※２）

ツレ　緊急時施設診療費

ア　緊急時治療管理

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

イ　特定治療

ヨワ　口腔衛生管理加算
　　（１月につき）（※２）

（１月につき ○単位を加算）

（１月につき ○単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

タカ　療養食加算
（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

ワヲ　経口維持加算
　　（１月につき）　（※２）

（１月につき ○単位を加算） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（１月につき ○単位を加算） 注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

カ　口腔衛生管理体制加算　（※２） （１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

ヌ　栄養マネジメント強化加算 注
栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（１日につき　○単位を加算）

ヲル　経口移行加算　（※２） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（1日につき　○単位を加算）

ヌ　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

ル　低栄養リスク改善加算　（※２） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。（１月につき　３００単位を加算）

e　退所前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合（○単位）

（二）　訪問看護指示加算
（入所者１人につき１回を限度として○単位算定）

（退所後1回を限度に、○単位を算定）
c　退所時指導加算 注

入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合（○単位）
d　退所時情報提供加算 注

退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合（○単位）

ト　初期加算 （1日につき　＋○単位）

チ　再入所時栄養連携加算　（※２） 注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。（入所者1人につき1回を限度として○単位を加算）

リ　退所時
　指導等加算
（※２）

（一）　退所時等指導加
算

a　退所前訪問指導加算
（入所中1回（又は2回）を限度に、○単位を算定）

b　退所後訪問指導加算

注　外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定

注　試行的退所サービス費 入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき○単位を算定

注　他科受診時費用 入所者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき○単位を算定
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：令和３年４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問入浴介護費

　２　介護予防訪問看護費

　３　介護予防訪問リハビリテーション費

　４　介護予防居宅療養管理指導費

　５　介護予防通所リハビリテーション費

　６　介護予防短期入所生活介護費

　７　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費

　８　介護予防特定施設入居者生活介護費

　９　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防訪問入浴介護費

注 注 注 注 注 注
介護職員2人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上に
サービスを行う場
合

特別地域介護予防
訪問入浴介護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域介護予防訪問入浴介護加算」、 「中山間地域等における小規模事業所加算」、
　  　「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、  「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　（３）の○／１００）

ニヘ　介護職員等特定処遇
　　 改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからロニまでにより算定した単位数の合計

　　（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

　　（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

ハホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからロニまでにより算定した単位数の合計

　　（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

　　（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

　　（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　（３）の○／１００）

ロニ　サービス提供体制強化
　　加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　　（１回につき　＋○単位）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

　　（１回につき　＋○単位）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　　（１回につき　＋○単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

＋○／１００ ＋○／１００

ロ　初回加算 （１月につき　＋○単位）

ハ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

　　（１日につき　＋○単位）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

　　（１日につき　＋○単位）

　　（１回につき　＋○単位）

基本部分

イ　介護予防訪問入浴介護費 （１回につき　○単位） ×○／１００ ×○/1００

事業所と同一建物の利用者
又はこれ以外の同一建物の利
用者20人以上にサービスを行

う場合
×○／１００

事業所と同一建物の利用者
の利用者50人以上にサービス

を行う場合
×○／１００

＋○／１００

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
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２　介護予防訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場合 夜間若しくは早朝
の場合又は深夜の
場合

複数名訪問加算
（Ⅰ）

複数名訪問加算
（Ⅱ）

1時間30分以上の
介護予防訪問看
護を行う場合

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合

特別地域介護予
防訪問看護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

緊急時介護予防
訪問看護加算
（※）

特別管理加算

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

※　１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算を算定できるものとする。

３　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上
にサービスを行う場
合

特別地域介護予
防訪問リハビリテー
ション加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加
算

リハビリテーションマ
ネジメント加算

事業所の医師がリ
ハビリテーション計
画の作成に係る診
療を行わなかった
場合

利用を開始した日
の属する月から起
算して12月を超え
た期間に介護予防
訪問リハビリテー
ションを行った場合

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域介護予防訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時介護予防訪問看護加算」、「特別管理加算」及び
　　　「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、
　　　支給限度額管理の対象外の算定項目

ロ　事業所評価加算

（１月につき　○単位を加算）

ハ　サービス提供体制
　　 強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋○単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　＋○単位）

＋○／１００
1日につき
＋○単位

１月につき
＋230単位

１回につき
－○単位

１回につき
－○単位

基本部分

イ　介護予防訪問
　　リハビリテーション費

病院又は診療所の場合

１回につき　○単位

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上

にサービスを行う場
合

×○／１００

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ

スを行う場合
×○／１００

＋○／１００ ＋○／１００介護老人保健施設の場合

介護医療院の場合

（１月につき　＋○単位）

ニ　退院時共同指導加算

（１回につき　＋○単位）

ホ　看護体制強化加算 （１月につき　＋○単位）

ヘ　サービス提供体制
　　 強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　＋○単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　＋○単位）

（○単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満

＋○単位

（○単位）

ハ　初回加算

（５）　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

（○単位）
　    　※　1日に2回を超えて実施する場合は○/１００

ロ　病院又は診療所
　　の場合

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能

×○／１００
1月につき
＋○単位

（○単位）

（２）　３０分未満

（○単位）

（３）　３０分以上１時間未満

（２）　３０分未満

（○単位）

（３）　３０分以上１時間未満

（○単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
＋○単位

（○単位）

事業所と同一建物
の利用者又はこれ
以外の同一建物の
利用者20人以上

にサービスを行う場
合

×○／１００

事業所と同一建物
の利用者の利用者
50人以上にサービ

スを行う場合
×○／１００

＋○／１００ ＋○／１００ ＋○／１００

1月につき
 ＋○単位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋○単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋○単位

基本部分

注

イ　指定介護予防訪問
　　看護ステーション
　　の場合

（１）　２０分未満
   　　週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による
　　　 訪問を行った場合算定可能

×○／１００

夜間又は早朝の
場合

＋○／１００

深夜の場合
＋○／１００

３０分未満の
場合

＋○単位

３０分以上の
場合

＋○単位

３０分未満の
場合

＋○単位

３０分以上の
場合

＋○単位

（○単位）
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４　介護予防居宅療養管理指導費

注 注 注

特別地域介護予
防居宅療養管理
指導加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

　

※　ハ（２）（一）（二）（三）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

ホ　歯科衛生士等
　　が行う場合
 　　（月４回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（○単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（○単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（○単位）

＋○/１００ ＋○/１００

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
       に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　 場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
       に対して行う場合

（四）　情報通信機器を用いて行う場合
　　　　（月１回を限度）

（○単位）

ニ　管理栄養士
　　が行う場合
　　 （月２回を限度）

（１）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所の管理
　　　　栄養士が行った場合

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　 場合

＋○/１００（２）　当該指定居宅療養管理
　　　　指導事業所以外の管理
　　　　栄養士が行った場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　　場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（345単位）

ハ　薬剤師が行う場合

（１）　病院又は診療所の
　　　　薬剤師が行う場合
　　　　（月２回を限度）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　　場合

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅の
利用者又は居住系施設入居者等に対し
て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学
的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋○単位

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（２）　薬局の薬剤師の場合
　　　　（月４回を限度）

（○単位）

ロ　歯科医師が行う場合
　　 （月２回を限度）

（１）　単一建物居住者１人に対して行う場合

（○単位）

（２）　単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

（○単位）

（３）　（１）及び（２）以外の場合

（○単位）

＋○/１００ ＋○/１００

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合

（○単位）

（一）　単一建物居住者が１人に対して行う
　　　　場合

（○単位）

（二）　単一建物居住者２人以上９人以下
　　　　に対して行う場合

基本部分 注

イ　医師が行う場合
　　 （月２回を限度）

（１）　介護予防居宅療養
　　　　管理指導費（Ⅰ）
　　　　（（２）以外）

（一）　単一建物居住者１人に対して行う
　　　　場合

＋○/１００

（２）　介護予防居宅療養
　　　　管理指導費（Ⅱ）
　　　　（在宅時医学総合
　　　　管理料又は特定施
　　　　設入居時等医学総
　　　　合管理料を算定す
　　　　る場合）

（○単位）

（三）　（一）及び（二）以外の場合
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５　介護予防通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

リハビリテーショ
ンマネジメント
加算

生活行為向上
リハビリテーショ
ン実施加算

生活行為向上
リハビリテーショ
ンの実施後にリ
ハビリテーション
を継続した場合
の減算（※）

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防通所リ
ハビリテーションを
行う場合

利用を開始した
日の属する月か
ら起算して12月
を超えた期間に
利用した場合

（1月につき　○単位を加算）

（1月につき　○単位を加算）

（1月につき　○単位を加算）

（１）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） （1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（１）　口腔機能向上加算（Ⅰ） （1月につき　○単位を加算）

（２）　口腔機能向上加算（Ⅱ） （1月につき　○単位を加算）

要支援１ （１月につき　○単位を加算）

要支援２ （１月につき　○単位を加算）

要支援１ （１月につき　○単位を加算）

要支援２ （１月につき　○単位を加算）

要支援１ （１月につき　○単位を加算）

要支援２ （１月につき　○単位を加算）

　：　「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、
　　支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

※「生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算」については、「生活行為向上リハビリテーション実施加算」と対をなす評価であるため、告示の順に表記。ただし、算定構造上では、
　　「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合」と「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の間に注があるものとみなして単位数を算定する。

ヌヲ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからチヌまでにより算
定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、イからチヌまでにより算
定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

チヌ　サービス提供体
　　制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
イ

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
ロ（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
（Ⅲ）

リル　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

（１月につき　○単位を加算）

トチ　事業所評価加算 （1月につき　○単位を加算）

リ　科学的介護推進体制加算 （1月につき　○単位を加算）

運動器機能向上及び栄養改善

（１月につき　○単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上

（１月につき　○単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上

（１月につき　○単位を加算）

ロ　運動器機能向上加算

ハ　栄養アセスメント加算

ハニ　栄養改善加算

ニホ　口腔・栄養スクリ
　　 ーニング加算

ホヘ　口腔機能向上
　　 加算

ヘト　選択的サービス
　　複数実施加算

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

介護医療院の場合

要支援１
－○単位 －○単位

（1月につき　○単位）

要支援２
－○単位 －○単位

（1月につき　○単位）

要支援１
－○単位 －○単位

（1月につき　○単位）

要支援２
－○単位 －○単位

（1月につき　○単位）

１月につき
＋○単位

－○単位 －○単位
（1月につき　○単位）

要支援２
－○単位 －○単位

（1月につき　○単位）

＋○／１００ １月につき
＋330単位

利用開始日の属
する月から
 ３月以内

 （１月につき
＋900単位）

 利用開始日の属
する月から

 ３月超
 ６月以内

 （１月につき
＋450単位）

利用開始日の属
する月から ６月

以内
 １月につき
＋○単位

減算対象月
から

６月以内
×85／１００

基本部分

注

イ　介護予防通所
　　リハビリテーション費
　　（１月につき）

病院又は診療所の場合

要支援１

×○／１００ ×○／１００介護老人保健施設の場合
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６　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者
の数の合計
数が入所定
員を超える場
合

又
は

介護・看護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合

共生型介護予
防短期入所生
活介護を行う場
合

生活相談員配
置等加算

生活機能向上
連携加算（Ⅰ）

生活機能向上
連携加算（Ⅱ）

機能訓練体
制加算

個別機能訓
練加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

　：　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（１月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ト　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の
合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　○単位を加算）

ヘ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の
合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

ホ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

ハ　療養食加算

（1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

ニ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

ロ　ユニット型
 　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
　　　　ユニット型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（一）　単独型ユニット型介護予防
　　　　短期入所生活介護費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

×○／１００

（二）　単独型ユニット型介護予防
　　　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（２）　併設型
　　　　ユニット型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型ユニット型介護予防
　　　　短期入所生活介護費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護予防
　　　　短期入所生活介護費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（二）　単独型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

（２）　併設型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（一）　併設型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

指定短期入
所事業所が
行う場合

×○/１００

１日につき
＋○単位（二）　併設型介護予防短期入所

　　　　生活介護費（Ⅱ）
　　　　<多床室>

１月につき
＋○単位

※ただし、個
別機能訓練
加算を算定し
ている場合
は、１月につ
き＋○単位

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

　1日につき
＋○単位

（７日間を限
度）

1日につき
＋○単位

片道につき
　＋○単位

基本部分

注 注

イ　介護予防
 　短期入所生活
 　介護費
 　（1日につき）

（１）　単独型
　　　　介護予防短期
　　　　入所生活
　　　　介護費

（一）　単独型介護予防短期入所
　　　　生活介護費（Ⅰ）
　　　　<従来型個室>

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

１月につき
＋○単位

（３月に１回を
限度）
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７　介護予防短期入所療養介護費

　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入所者の数の
合計数が入所
定員を超える場
合 又

は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は
言語聴覚士の
員数が基準に
満たない場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置し
ていない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整備
である場合

夜勤職員配置
加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在
宅療養支援機
能加算（Ⅱ）

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

（四）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型特別介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費＞

（２）　ユニット型介護老人
　　　　保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費
　　　　（1日につき）

（三）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

×○／１００

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【基本型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜従来型個室＞【在宅強化型】

×○／１００

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

（二）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

ｄ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【在宅強化型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

（二）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養型老健：看護職員を配置＞

（四）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜特別介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費＞

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞【療養型】

ｂ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（一）　ユニット型介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）

（三）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養型老健：看護オンコール体制＞

1日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位
（７日間を

限度）

1日につき
＋○単位

ｄ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞【在宅強化型】

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

１日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室＞【在宅強化型】

ｂ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【療養型】

1日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

×○／１００

ｃ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞【基本型】

1日につき
＋○単位

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

片道につき
　＋○単位

1日につき
＋○単位

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【基本型】

ｃ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅲ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞【基本型】

ａ　ユニット型介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞【療養型】

基本部分

注 注

（１）　介護老人保健施設
　　　　介護予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（1日につき）

（一）　介護老人保健施設介護予防
　　　　短期入所療養介護費（Ⅰ）

1日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位

ａ　介護老人保健施設介護
　　予防短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞【療養型】

×○／１００
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　：　「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（６７）までにより算定した単位数の
合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

注
所定単位は、（１）から（６７）までにより算定した単位数の
合計

（８９）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（７８）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

(３)　総合医学管理加算 （○単位を加算（利用中に1回を限度））

（６７）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（５６）　緊急時施設療養費

（一）　緊急時治療管理

療養型老健以外の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

療養型老健の場合

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

（二）　特定治療

（３４）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（４５）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

注　療養体制維持特別加算

（一）療養体制維持特別加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）療養体制維持特別加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

注　特別療養費
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　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100
を乗じて得た
数未満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医
師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められ
た医師の員数
に60/100を
乗じて得た数
未満である場
合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等
ユニットケアに
おける体制が
未整備である
場合

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４
９条の規定が
適用されてい
る場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１０）　介護職員等特定処遇改善加算
（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

（１日につき　○単位を加算）

（９）　介護職員処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（８）までにより算定した単位数の合計

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（一）　ユニット型病院療養病床
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（１日につき　○単位を加算）

（５）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（6）　認知症
　　　　専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（１日につき　○単位を加算）

（４）　ユニット型
　　　　病院療養病床
　　　　経過型介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床経過型
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）　ユニット型病院療養病床経過型
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

b　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　病院療養
　　　　病床経過型
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（二）　ユニット型病院療養病床
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（三）　病院療養
　　　　病床介護予防
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜6:1＞

a　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

（四）　ユニット型病院療養病床
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（３）　ユニット型
　　　　病院療養病床
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（三）　ユニット型病院療養病床
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

b　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型＞
　　＜従来型個室＞

c　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅲ）
　　＜多床室＞

d　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅳ）
　　＜療養機能強化型＞
　　＜多床室＞

b　病院療養病床経過型介護予防
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（一）　病院療養
　　　　病床経過型
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜4:1＞

a　病院療養病床経過型介護予防
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　病院療養病床経過型介護予防
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）　病院療養
　　　　病床経過型
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

　　　　看護＜8:1＞
　　　　介護＜4:1＞

（二）　病院療養
　　　　病床介護予防
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜5:1＞

a　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
 　　＜従来型個室＞

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋○単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋○単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋○単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋○単位

（五）　ユニット型病院療養病床
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（六）　ユニット型病院療養病床
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅵ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

１日につき
＋○単位
（７日間を

限度）

１日につき
＋○単位

×○／１００

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

×○／１００

片道につき
＋○単位

b　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜従来型個室＞

ｃ　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅲ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜従来型個室＞

ｄ　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅳ）
　　＜多床室＞

ｅ　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅴ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜多床室＞

ｆ　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅵ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜多床室＞

a　病院療養病床経過型介護予防
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００×○／１００

－○単位

基本部分

注

（１）　病院療養
　　　　病床介護予防
　　　　短期入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（一）　病院療養
　　　　病床介護予防
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

　　　　看護＜6:1＞
　　　　介護＜4:1＞

a　病院療養病床介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

－○単位 ×○／１００ －○単位

病院療養病
床療養環境

減算
　－○単位
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ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置して
いない等ユニット
ケアにおける体
制が未整備であ
る場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

食堂を有しない
場合

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（８）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（３）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（４）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　ユニット型
　　　　診療所介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型診療所介護予防短期
　　　　入所療養介護費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

×○／１００

（二）　ユニット型診療所介護予防短期
　　　　入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　<療養機能強化型Ａ>
　　　　<ユニット型個室>

（三）　ユニット型診療所介護予防短期
　　　　入所療養介護費（Ⅲ）
　　　　<療養機能強化型Ｂ>
　　　　<ユニット型個室>

（四）　ユニット型診療所介護予防短期
　　　　入所療養介護費（Ⅳ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（五）　ユニット型診療所介護予防短期
　　　　入所療養介護費（Ⅴ）
　　　　<療養機能強化型Ａ>
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（六）　ユニット型診療所介護予防短期
　　　　入所療養介護費（Ⅵ）
　　　　<療養機能強化型Ｂ>
　　　　<ユニット型個室的多床室>

１日につき
＋○単位

片道につき
　＋○単位

b　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<従来型個室>

ｃ　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅲ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<従来型個室>

ｄ　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅳ）
　　<多床室>

ｅ　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅴ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<多床室>

ｆ　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅵ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<多床室>

a　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　<従来型個室>

ｂ　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　<多床室>

基本部分

（１）　診療所
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（一）　診療所
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

　　　　看護<6：1>
　　　　介護<6：1>

a　診療所介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　<従来型個室>

×○/１００
診療所設備基

準減算
－○単位

－○単位
１日につき
＋○単位

（７日間を限度）

（二）　診療所
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

　　　　看護・介護
　　　　<3：１>
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ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もので、医師の
数が基準に定め
られた医師の員
数に60/100を
乗じて得た数未
満である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出た
もの以外で、医
師の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じて
得た数未満であ
る場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

×○／１００

b　ユニット型認知症疾患型
　　介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　ユニット型認知症疾患型
　　介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型認知症疾患型
　　介護予防短期入所療養
　　介護費　（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

－○単位

×○／１００

a　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

（２）　認知症
　　　　疾患型経過
　　　　型介護予防
　　　　短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　認知症疾患型経過型
　　　　介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）
　　　　＜多床室＞

（３）　ユニット
　　　　型認知症
　　　　疾患型介護
　　　　予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

大
学

病
院

（一）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

a　ユニット型認知症疾患型
　　介護予防短期入所療養
　　介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００ ×○／１００

b　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（五）　認知症疾患
　　　　型介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅴ）

　　　　経過措置型

a　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

片道につき
　＋○単位

b　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

一
般
病
院

（二）　認知症疾患
　　　　型介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜4：1＞

a　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　認知症疾患
　　　　型介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅲ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜5：1＞

a　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（四）　認知症疾患
　　　　型介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅳ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜6：1＞

基本部分

注

（１）　認知症
　　　　疾患型介護
　　　　予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

大
学
病
院

（一）　認知症疾患
　　　　型介護予防短期
　　　　入所療養
　　　　介護費（Ⅰ）

　　　　看護＜3：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　認知症疾患型介護予防短期
　　入所療養介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

×○／１００ ×○／１００
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　：　「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（８）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の
合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、（１）から（６）までにより算定した単位数の
合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（４）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（５）　特定診療費

（６）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）
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　ホ　介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所者の定員を
超える場合 又

は

医師、薬剤
師、看護職
員、介護職員
の員数が基準
に満たない場
合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100
を乗じて得た
数未満の場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

療養環境の基
準(廊下）を満
たさない場合

療養環境の基
準（療養室）を
満たさない場
合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

　

　：　「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　（３）及び（６）を適用する場合には、（※２）を適用しない。

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（三）の○／１００）

（１３）　介護職員等特定処遇改善加算

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（１１）までにより算定し
た単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、（１）から（１１）までにより算定し
た単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１１）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（９）　認知症専門ケア加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
（1日につき　○単位を加算）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
（１日につき　○単位を加算）

（１０）　特別診療費　（※２）

（７）　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

（８）　緊急時施設診療費

イ　緊急時治療管理

（1月に1回3日を限度に､1日につき○単位を算定）

ロ　特定治療

（一)　ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　　　療養介護費（ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

（ニ)　ユニット型Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　　　療養介護費（ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（６）　ユニット型
　　　　特別介護
　　　　医療院介護予防
　　　　短期入所療養
　　　　介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型
　　　　Ⅰ型特別介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費

a　ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

b　ユニット型Ⅰ型特別介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

（二)　ユニット型
　　　　Ⅱ型特別介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費

a　ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型Ⅱ型特別介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

（４）　ユニット型
　　　　Ⅰ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型
　　　　Ⅰ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅰ）

a　ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

b　ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

（二）　ユニット型
　　　　Ⅰ型介護
　　　　医療院介護予
防
　　　　短期入所療養
　　　　介護費（Ⅱ）

a　ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅰ）
　　＜ユニット型個室＞

×○／１００

b　ユニット型Ⅰ型介護医療院介護予防 
　　短期入所療養介護費（ⅱ）
　　＜ユニット型個室的多床室＞

（５）　ユニット型
　　　　Ⅱ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

a　Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（３）　特別介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一）　Ⅰ型特別
　　　　介護医療院
　　　　介護予防
　　　　短期入所
　　　　療養介護費

a　Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×○／１００

b　Ⅰ型特別介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）　Ⅱ型特別
　　　　介護医療院
　　　　介護予防
　　　　短期入所
　　　　療養介護費

a　Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型特別介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

×○／１００

b　Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　Ⅱ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　Ⅱ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅰ）

a　Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二)　Ⅱ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅱ）

a　Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅱ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）Ⅱ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅲ）

b　Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（二）Ⅰ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅱ）

a　Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）Ⅰ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅲ）

a　Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

－○単位 －○単位

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋○単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋○単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋○単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋○単位

１日につき
＋○単位
（７日間を

限度）

１日につき
＋○単位

片道につき
＋○単位

基本部分

注 注

（１）　Ⅰ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（１日につき）

（一)　Ⅰ型介護
　　　　医療院介護
　　　　予防短期入所
　　　　療養介護費
　　　　（Ⅰ）

a　Ⅰ型介護医療院介護予防短期入所
　　療養 介護費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

－○単位 ×○／１００ ×○／１００

予防　12



８　介護予防特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

介護職員の員数
が基準に満たな
い場合

身体拘束廃止未
実施減算

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

若年性認知症入
居者受入加算

医療機関連携加
算

口腔衛生管理体
制加算

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅰ）

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅱ）

科学的介護推進
体制加算

障害者等支援加
算

要支援１ （ ○ 単位） －○単位

要支援２ （ ○ 単位） －○単位

※　限度額

９　介護予防福祉用具貸与費

　　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

自動排泄処理装置

　：　「特別地域介護予防福祉用具貸与加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」は、支給限度額管理の対象外となる算定項目

※　要支援１又は要支援２の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置を算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

移動用リフト

介護予防福祉用具貸与費
（現に指定介護予防福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所在地に適用
される１単位の単価で除して得た単位数）

車いす

交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される１単位の単価で除して
得た単位数を加算（個々の用具ごとに
貸与費の○／１００を限度）

交通費に相当する額の○／○に相当
する額を事業所の所在地に適用される
１単位の単価で除して得た単位数を加
算（個々の用具ごとに貸与費の○／○
を限度）

交通費に相当する額
の○／○に相当する
額を事業所の所在地
に適用される１単位の
単価で除して得た単
位数を加算（個々の
用具ごとに貸与費の
○／○を限度）

車いす付属品

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

要支援１　　　○単位

要支援2　　　○単位

基本部分

注 注 注

特別地域介護予防福祉用具貸与
加算

中山間地域等における小規模
事業所加算

中山間地域等に居住
する者へのサービス
提供加算

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ヘ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

ホ　介護職員
　　処遇改善
　　加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

注
所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、イから二までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（１日につき　○単位を加算）

１月につき
＋○単位

ロ　外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費

×○／１００
１日につき
＋○単位

・指定訪問介護
　・１週に１回程度の訪問介護が必要とされた者　○単位
　・１週に２回程度の訪問介護が必要とされた者　○単位
　・１週に２回を超える訪問介護が必要とされた者
　　（要支援２である者に限る。）　○単位
・指定通所介護
　・要支援１　○単位
　・要支援２　○単位

・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス
　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　○／１００
　　（介護予防通所リハビリテーションの選択的サービス（運動器機能
　　向上、栄養改善、口腔機能向上）の加算が可能）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき   ○単位）

・介護予防福祉用具貸与
　介護予防の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度基準額
　を限度とする。
※訪問介護系サービスについては、「指定訪問介護」によるもの、
　「総合事業（「指定第一号訪問事業」）によるもの」がある。
※通所介護系サービスについては、「指定通所介護」によるもの、
　「総合事業（「指定第一号通所事業」）によるもの」がある。

１月につき
＋○単位

注

委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが行
われる場合

イ　介護予防特定施設入居者生活介護費
　　（1日につき）

×○／１００

１月につき
＋○単位

（３月に１回を限
度）

1月につき
＋○単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき＋

○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

ハ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

注

（１日につき　○単位を加算）

ニ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

注

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

基本部分

注

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）
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Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

介護予防支援費

ハ　委託連携加算

（１月につき　＋○単位）

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

（＋300単位）

基本部分

イ　介護予防支援費（1月につき）
（○単位）

ロ　初回加算 （＋○単位）
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：令和３年４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

  １　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

　２　夜間対応型訪問介護費

　２－２　地域密着型通所介護費

　３　認知症対応型通所介護費

　４　小規模多機能型居宅介護費

　５　認知症対応型共同生活介護費

　６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

　８　複合型サービス費

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
（1日につき）

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを
行う場合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

緊急時訪問
看護加算

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

　　　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

基本部分

イ　定期巡回・随時
　　対応型訪問
　　介護看護費
　　（Ⅰ）
　　(1月につき）

（１）　訪問看護サービスを行わない場合

事業所と同一
建物の利用者
にサービスを

行う場合
１月につき
－○単位

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に
サービスを行

う場合
１月につき
－○単位

＋○／１００ ＋○／１００

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ

た場合
＋○単位

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

ハ　初期加算 （１日につき　　＋○単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
    算定可能

（１回につき　＋○単位）

＋○／１００（２）　訪問看護サービスを行う場合 ×○／１００
１月につき
＋○単位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋○単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋○単位

ホ　総合マネジメント体制強化加算 （１月につき　○単位を加算）

へ　生活機能向上連携加算

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋○単位）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋○単位）

（１月につき　＋○単位）

ト　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１月につき　＋○単位）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１月につき　＋○単位）

トチ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１月につき　＋○単位）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１月につき　＋○単位）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１月につき　＋○単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１月につき　＋５００単位）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

チリ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからトチまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

　：　「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」、「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、
　　　「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、     「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、
　　　「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目

　　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

リヌ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからトチまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００
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２　夜間対応型訪問介護費

注 注 注 注 注
24時間通報
対応加算

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合

特別地域夜間
対応型訪問介
護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　＋○単位）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　＋○単位）

（一）認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1月につき　＋○単位）

（二）認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1月につき　＋○単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1回につき　＋○単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1回につき　＋○単位）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1回につき　＋○単位）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（1月につき　＋○単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（1月につき　＋○単位）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋○単位）

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

基本夜間対応型訪問介護費

１月につき
○単位

（１月につき　○単位）

定期巡回サービス費 事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者20人
以上にサービ
スを行う場合
×○／１００

事業所と同一
建物の利用者
50人以上に

サービスを行う
場合

×○／１００

＋○/100 ＋○/100 ＋○/100

（１回につき　○単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)

（１回につき　○単位）

随時訪問サービス費(Ⅱ)

（１回につき　○単位）

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ） （１月につき　○単位）

ハ　認知症専門ケア加算

（１）イを算定する
　　 場合（基本夜
     間対応型訪問
     介護費を除く）

（２）ロを算定する
    場合

ハニ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（１回につき　１８単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１回につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）イ

（１月につき　１２６単位を加算）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）ロ

（１月につき　８４単位を加算）

（１）イを算定する
　　 場合（基本夜
     間対応型訪問
     介護費を除く）

（２）ロを算定する
    場合

ニホ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハニまでにより算定した単位数
の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

　：　「特別地域夜間対応型訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、
     「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
     「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

　　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ホヘ　介護職員等特定処遇改善
　　加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハニまでにより算定した単位数
の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満た
ない場合

過少サービ
スに対する減
算

２時間以上３
時間未満の
通所介護を
行う場合

感染症及び
災害により、
臨時的に利
用者数が一
定減少して
いる場合

８時間以上９時
間未満の通所
介護の前後に
日常生活上の
世話を行う場合

共生型地域
密着型通所
介護を行う場
合

生活相談員
配置等加算

中山間地域
等に居住す
る者へのサー
ビス提供加
算

入浴介助を
行った場合
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

中重度者ケ
ア体制加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）
イ

個別機能訓
練加算（Ⅰ）
ロ

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅰ）

ADL維持等
加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅲ）

認知症加算 若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセスメ
ント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅰ）

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

個別送迎体
制強化加算

入浴介助体
制強化加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に地域
密着型通所介
護を行う場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

ロ　療養通所介護費（１月につき） （ ○ 単位）

　：　「感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合」、「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

２－２　地域密着型通所介護費

基本部分

注 注 注 注 注 注 注

イ

　

地

域

密

着

型

通

所

介

護

費

（１）　３時間以上４時間未満

×○/１００ ×○/１００

＋○／１００

指定生活介護事
業所が行う場合

×○/１００

指定自立訓練事
業所が行う場合

×○/１００

指定児童発達支
援事業所が行う

場合
×○/１００

指定放課後等デ
イサービス事業所

が行う場合
×○/１００

１日につき
＋○単位

＋○／１００

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

（３月に１回を限
度）

１月につき
＋○単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき

＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

片道につき
－○単位

１月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位

（月２回を限度）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

（２）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未満の場合
　＋○単位

10時間以上11時間未満の場
合

＋○単位
11時間以上12時間未満の場

合
＋○単位

12時間以上13時間未満の場
合

＋○単位
13時間以上14時間未満の場

合
＋○単位

ロ

　

療

養

通

所

介

護

（１）　３時間以上６時間未満

１日につき
＋２１０単位

１日につき
＋６０単位

（１，０１２単位）

（２）　６時間以上８時間未満

（１，５１９単位）

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

×○／１００

ハ　サービス提供体制
　　強化加算

（１）イを算定している場合

　（１一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（１回につき　○単位を加算）

　（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１回につき　１２単位を加算）

　（３二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　○単位を加算）

　（４三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１回につき　○単位を加算）

（２）ロを算定している場合

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イ

（１月につき　○単位を加算）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）ロ

（１月につき　○単位を加算）

ニ　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）については、令和５年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ホ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）
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３　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満た
ない場合

２時間以上３
時間未満の
認知症対応
型通所介護
を行う場合

感染症及び
災害により、
臨時的に利
用者数が一
定減少してい
る場合

８時間以上９時
間未満の認知症
対応型通所介
護の前後に日常
生活上の世話を
行う場合

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助を
行った場合
入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ADL維持等
加算（Ⅰ）

ADL維持等
加算（Ⅱ）

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅰ）

口腔・栄養ス
クリーニング
加算（Ⅱ）

口腔機能
向上加算
（Ⅰ）

口腔機能
向上加算
（Ⅱ）

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同一
建物に居住
する者又は同
一建物から利
用する者に認
知症対応型
通所介護を
行う場合

事業所が送
迎を行わない
場合

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

　：　「感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合」、「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

注

＋○／１０
０

基本部分

注 注 注

９時間以上10時間
未満の場合
　＋○単位

10時間以上11時間
未満の場合
＋○単位

11時間以上12時間
未満の場合
＋○単位

12時間以上13時間
未満の場合
＋○単位

13時間以上14時間
未満の場合
＋○単位

＋○／１０
０

１日につき
＋○単位

注 注

イ　認知症
　　対応型
　　通所
　　介護費
　　（Ⅰ）

（１）　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅰ）

（一）　３時間以上４時間未満

×○/１００ ×○/１００

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位
（３月に１
回を限度）

１月につき
＋○単位
※ただし、
個別機能
訓練加算
を算定して
いる場合
は、１月に
つき＋○

単位

１回につき
＋○単位

（６月に１回
を限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋○単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につ
き

＋○単位

片道につき
－○単位

（二）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（三）　５時間以上６時間未満

（四）　６時間以上７時間未満

（五）　７時間以上８時間未満

（六）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間
未満の場合
　＋○単位

10時間以上11時間
未満の場合
＋○単位

11時間以上12時間
未満の場合
＋○単位

12時間以上13時間
未満の場合
＋○単位

13時間以上14時間
未満の場合
＋○単位

９時間以上10時間
未満の場合
　＋○単位

10時間以上11時間
未満の場合
＋○単位

11時間以上12時間
未満の場合
＋○単位

12時間以上13時間
未満の場合
＋○単位

13時間以上14時間
未満の場合
＋○単位

１回につき
＋○単位

（６月に１回
を限度）

（２）　認知症対応型
　　　　通所介護費（ⅱ）

（一）　３時間以上４時間未満

（二）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（三）　５時間以上６時間未満

（四）　６時間以上７時間未満

（五）　７時間以上８時間未満

（六）　８時間以上９時間未満

ロ　認知症
　　対応型
　　通所
　　介護費
　　（Ⅱ）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

（６）　８時間以上９時間未満

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ハ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（１回につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ（Ⅱ）

（１回につき　○単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（Ⅲ）

（１回につき　○単位を加算）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

ニ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

注

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ホ　介護職員等特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）
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４　小規模多機能型居宅介護費

注 注 注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

過少サービス
に対する減算

特別地域小規
模多機能型居
宅介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域
等に居住す
る者へのサー
ビス提供加
算

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

ホ　認知症行動・心理症状緊急対応加算（ロを算定する場合のみ算定） 

　：　「特別地域小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、

      「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※　イ（２）を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ（１）の単位数を算入

基本部分

注

又
は

イ　小規模多機能型居宅
　　介護費
　　(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者以外の者に
　　　　対して行う場合

×○／１００ ×○／１００

×○／１００

＋○／１００

＋○／１００

（２）　同一建物に居住する者に対して
　　　　行う場合

ロ　短期利用居宅介護費(1日につき）

＋○／１００

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1日につき　○単位を加算）

二　認知症加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（１日につき　○単位を加算（７日間を限度））

ホヘ　若年性認知症利用者受入加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

ヘト　看護職員配置加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）

（1月につき　○単位を加算）

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）

（1月につき　○単位を加算）

（３）　看護職員配置加算（Ⅲ）

（1月につき　○単位を加算）

トチ　看取り連携体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１日につき　○単位を加算）

チリ　訪問体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１月につき　○単位を加算）

リヌ　総合マネジメント体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１月につき　○単位を加算）

ヌル　生活機能向上連携加算

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋○単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋○単位）

ルヲ　口腔・栄養スクリーニング加
算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

（1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

（1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

ワ　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

ヲカ　サービス提供体制強化加算

（１）　イを算定している場合

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

　（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１月につき　５００単位を加算）

　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

　（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　ロを算定している場合

　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

　（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１６単位を加算）

　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

　（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

ワヨ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヲカまでにより算
定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

カタ　介護職員等特定処遇改善
     加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヲカまでにより算
定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。
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５　認知症対応型共同生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

身体拘束廃止
未実施減算

３ユニットで夜
勤を行う職員
の員数を２人
とする場合

夜間支援体
制加算(Ⅰ)

夜間支援体
制加算(Ⅱ)

認知症行動・
心理症状緊
急対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

ホ　退居時相談援助加算

チ　栄養管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１月につき　○単位を加算）

ル　科学的介護推進体制加算
　　　（イを算定する場合のみ算定）

※　短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

基本部分

注 注

又

は

イ　認知症対応型共同生活
　　介護費
　　（１日につき）

（１）　認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００

１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

（２）　認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）
１日につき
－○単位

１日につき
＋○単位

ロ　短期利用認知症対応型
　　共同生活介護費
　　（１日につき）※

（１）　短期利用認知症対応型共同生活
　　　　介護費（Ⅰ）

１日につき
＋○単位

1日につき
＋○単位
（７日間を

限度）
（２）　短期利用認知症対応型共同生活
　　　　介護費（Ⅱ）

１日につき
－○単位

１日につき
＋○単位

注　入院時費用 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

注　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　死亡日以前31日以上45日以下

 （１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上30日以下

 （１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

 （１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

 （１日につき　○単位を加算）

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1日につき　○単位を加算）

ニ　医療連携体制加算

（１）　医療連携体制加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（２）　医療連携体制加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

（３）　医療連携体制加算（Ⅲ）

（1日につき　○単位を加算）

（○単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

ヘ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

ト　生活機能向上連携加算

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（1月につき　○単位を加算）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（1月につき　＋○単位を加算）

（１日につき　○単位を加算）

チリ　口腔衛生管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士が、介護職員に対す
る口腔ケアに係る技術的助言及び指
導を月１回以上行っている場合

リヌ　口腔・栄養スクリーニング加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

（1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

（1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１月につき　○単位を加算）

ヌヲ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

ルワ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヌヲまでにより算
定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

注
所定単位は、イからヌヲまでにより算
定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ヲカ　介護職員等特定処遇改善
     加算
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６　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

身体拘束廃止未
実施減算

入居継続支援加
算（Ⅰ）

入居継続支援加
算（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ADL維持等加算
（Ⅰ）

ADL維持等加算
（Ⅱ）

夜間看護体制
加算

若年性認知症
入
居者受入加算

医療機関連携
加算

口腔衛生管理
体
制加算

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅰ）

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅱ）

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

○
要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

※　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

１日につき
＋○単位

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につき）
１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

（３月に１回を限
度）

1月につき
＋○単位

※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、１月につき＋

○単位

１月につき
＋○単位

基本部分

注 注 注

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

注 注

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

ロ　短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日に
つき）※

×○／１００
１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

×○／１００
１日につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１日につき
＋○単位

ハ　退院・退所時連携加算（イを算定する場合のみ算定） （１日につき　○単位を加算）

ニ　看取り介護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）看取り介護加算（Ⅰ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上30日以

（１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

（２）看取り介護加算（Ⅱ）

（１）　死亡日以前31日以上45日以

（１日につき　○単位を加算）

（２）　死亡日以前４日以上30日以下

（１日につき　○単位を加算）

（３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（４）　死亡日

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

ホ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

ヘ　科学的介護推進体制加算（イを算定する場合のみ算定） （１月につき　○単位を加算）

へト　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

チリ　介護職員等特定処遇改善
     加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

トチ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、イからへトまでにより算定した単位数の合計（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　　＋（３）の○／１００）

注
所定単位は、イからへトまでにより算定した単位数の合計
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７　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

身体拘束廃止未
実施減算

安全管理体制未
実施減算

栄養ケア・マネジ
メントを実施して
いない場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算（Ⅰ）・
（Ⅱ）

夜勤職員配置加
算（Ⅲ）・（Ⅳ）

準ユニットケア
加算

生活機能向
上連携加算
（Ⅰ）

生活機能向
上連携加算
（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ADL維持等加
算（Ⅰ）

ADL維持等加
算（Ⅱ）

若年性認知
症入所者受
入加算

専従の常勤
医師を配置し
ている場合

精神科医師
による療養指
導が月2回以
上行われてい
る場合

障害者生活支援
体制加算（Ⅰ）

障害者生活支援
体制加算（Ⅱ）

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

要介護１ （ ○ 単位） －○単位

要介護２ （ ○ 単位） －○単位

要介護３ （ ○ 単位） －○単位

要介護４ （ ○ 単位） －○単位

要介護５ （ ○ 単位） －○単位

（１）　経口維持加算（Ⅰ）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）

（１）　口腔衛生管理加算（Ⅰ）

（２）　口腔衛生管理加算（Ⅱ）

※　安全管理体制未実施減算については令和３年１０月１日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和６年４月１日から適用する。
※　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）、排せつ支援加算（Ⅳ）、介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

基本部分

注 注

－○単位

＋○単位

ロ　ユニット型
　　地域密着型
　　介護老人福祉
　　施設入所者
　　生活介護費
　　（1日につき）

＋○単位 ＋○単位

（２）　ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　（1日につき）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

＋○単位

注 注 注 注

イ　地域密着型
　　介護老人福祉
　　施設入所者
　　生活介護費
　　（1日につき）

（１）　地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　（1日につき）
　　　　＜従来型個室＞

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００ －○単位

＋○単位

１月につき
＋○単位

（３月に１回
を限度）

＋○単位

＋○単位 ＋○単位 ＋○単位

＋○単位 ＋○単位

＋○単位

１月につき
＋○単位
※ただし、
個別機能

訓練加算を
算定してい
る場合は、
１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

＋○単位

（２）　地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　（1日につき）
　　　　＜多床室＞

（１）　ユニット型地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　（1日につき）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００ ＋○単位 ＋○単位

＋○単位

（２）　経過的地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　＜多床室＞

ニ　ユニット型
　　経過的地域密着
　　型介護老人福祉
　　施設入所者生活
　　介護費
　　（１日につき）

（１）　ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞

×○／１００ ＋○単位

（２）　ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅱ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

注　外泊時費用 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

＋○単位 ＋○単位 ＋○単位 ＋○単位

ハ　経過的地域
　　密着型介護老人
　　福祉施設入所者
　　生活介護費
　　（1日につき）

（１）　経過的地域密着型介護老人福祉施設
　　　　入所者生活介護費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

＋○単位

＋○単位

（２）　退所後訪問相談援助加算

（退所後1回を限度に、○単位を算定）

（３）　退所時相談援助加算

注　外泊時在宅サービス利用費用 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

ホ　初期加算 （1日につき　○単位を加算）

ヘ　再入所時栄養連携加算 （入所者1人につき1回を限度として○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

（○単位）

（４）　退所前連携加算 注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

（○単位）

チ　栄養マネジメント加算 （1日につき　１４単位を加算）

ト　退所時等
　　相談援助加算

（１）　退所前訪問相談援助加算

（入所中1回（又は2回）を限度に、○単位を算定）

リ　低栄養リスク改善加算 （１月につき　３００単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

チ　栄養マネジメント強化加算 （１日につき　○単位を加算）
注
栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

ヌリ　経口移行加算 （1日につき　○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

ルヌ　経口維持加算（１月につき）

（1月につき　○単位を加算）
注
栄養マネジメント加算を算定していない場合栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は、算定しない。

（1月につき　○単位を加算）
注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

ヲ　口腔衛生管理体制加算 （１月につき　　３０単位を加算）
注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

ワル　口腔衛生管理加算（１月につき）

（1月につき　○単位を加算）

（1月につき　○単位を加算）
注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

カヲ　療養食加算 （1回につき　○単位を加算（１日に３回を限度））

ヨワ　配置医師緊急時対応加算

（１）　早朝・夜間の場合

（１回につき　○単位を加算）

（２）　深夜の場合

（１回につき　○単位を加算）

タカ　看取り介護加算

（１）　看取り介護加算
　　　　（Ⅰ）

（１）　死亡日以前３１日以上４５日以下

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上３０日以下

（１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

（２）　看取り介護加算
　　　　（Ⅱ）

（１）　死亡日以前３１日以上４５日以下

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　死亡日以前４日以上３０日以下

（１日につき　○単位を加算）

（２３）　死亡日以前２日又は３日

（１日につき　○単位を加算）

（３４）　死亡日

（１日につき　○単位を加算）

レヨ　在宅復帰支援機能加算 （1日につき　○単位を加算）

ソタ　在宅・入所相互利用加算 （1日につき　○単位を加算）

ツレ　小規模拠点集合型施設加算 （1日につき　○単位を加算）

ネソ　認知症専門ケア加算

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

ナツ　認知症行動・心理症状緊急対応加算 （入所後7日に限り　１日につき○単位を加算）

ラネ　褥瘡マネジメント加算

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（３）　褥瘡マネジメント加算（Ⅲ）

（1月につき　○単位を加算（3月に1回を限度））

（１月につき　○単位を加算）

ムナ　排せつ支援加算

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（４）　排せつ支援加算（Ⅳ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

（１月につき　○単位を加算）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

ラ　自立支援推進加算 （1月につき　○単位を加算）

ム　科学的介護推進体制加算

（１）　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

ウ　安全対策体制加算 （入所者1人につき1回を限度として○単位を算定）

ウヰ　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　　＋（３）の○／１００）

注
所定単位は、イからウヰまでにより算定した単位数の合計

ノオ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

ヰノ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

注

＋○単位
１月につき
＋○単位

注
所定単位は、イからウヰまでにより算定した単位数の合計（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　　＋（３）の○／１００）
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８　複合型サービス費

注 注 注 注 注 注 注 注

登録者数が登録定
員を超える場合

又
は

過少サービスに対
する減算

サテライト体制未整
備減算

特別地域看護小
規模多機能型居
宅介護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

訪問看護体制減
算（１月につき）

末期の悪性腫瘍等
により医療保険の
訪問看護が行われ
る場合の減算
（１月につき）

特別の指示により
頻回に医療保険の
訪問看護が行われ
る場合の減算
（１日につき）

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護１ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護２ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護３ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護４ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護５ （ ○ 単位） ー○単位 ー○単位 ー○単位

要介護１ （ ○ 単位）

要介護２ （ ○ 単位）

要介護３ （ ○ 単位）

要介護４ （ ○ 単位）

要介護５ （ ○ 単位）

ホ　認知症行動・心理症状緊急対応加算（ロを算定する場合のみ算定）　

ツ　排せつ支援加算

　（イを算定する場合のみ算定）

※　イ（２）を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ（１）の単位数を算入

基本部分

注

従業者の員数が基
準に満たない場合

イ　看護小規模多機能型
　　居宅介護費
　　(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者
　　　　以外の者に対して行う場合

＋○／１００×○／１００ ×○／１００

×○／１００ ×○／１００ ＋○／１００

（２）　同一建物に居住する者
　　　　に対して行う場合

ロ　短期利用居宅介護費　(1日につき）

＋○／１００

ﾊ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1日につき　○単位を加算）

ニ　認知症加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（1日につき　○単位を加算（７日間を限度））

ホヘ　若年性認知症利用者受入加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

ト　栄養アセスメント加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

チ　栄養改善加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1回につき　○単位を加算（１月に２回を限度））

ヘリ　口腔・栄養スクリーニング加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

（1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

（1回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

ヌ　口腔機能向上加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　口腔機能向上加算（Ⅰ）
（１回につき　＋○単位（月２回を限度））

（２）　口腔機能向上加算（Ⅱ）
（１回につき　＋○単位（月２回を限度））

トル　退院時共同指導加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1回につき　○単位を加算）

チヲ　緊急時訪問看護加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

リワ　特別管理加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　特別管理加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）
（２）　特別管理加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

ヌカ　ターミナルケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）
注
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

ルヨ　看護体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　看護体制強化加算（Ⅰ）
（１月につき　○単位を加算）

（２）　看護体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

ヲタ　訪問体制強化加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

ワレ　総合マネジメント体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

ソ　褥瘡マネジメント加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（１）　排せつ支援加算（Ⅰ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　排せつ支援加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）

（３）　排せつ支援加算（Ⅲ）

ネ　科学的介護推進体制加算
　（イを算定する場合のみ算定）

（1月につき　○単位を加算）

（１月につき　○単位を加算）

カナ　サービス提供体制
　　強化加算

（１）　イを算定している場合

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（１月につき　○単位を加算）

　　（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）
　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１月につき　５００単位を加算）
　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１月につき　○単位を加算）
　　（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１月につき　○単位を加算）

（２）　ロを算定している場合

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（１日につき　○単位を加算）

　　（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（１日につき　○単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
（１日につき　１６単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）
　　（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１日につき　○単位を加算）

ヨラ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからカナまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）
（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

　：　「特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、「看護体制強化加算」、
  　　「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

（1月につき　＋（３）×○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
（1月につき　＋（３）×○／１００）

タム　介護職員等特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからカナまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
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Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

２時間以上３時
間未満の介護予
防認知症対応型
通所介護を行う
場合

感染症及び災害
により、臨時的に
利用者数が一定
減少している場
合

８時間以上９時
間未満の介護予
防認知症対応型
通所介護の前後
に日常生活上の
世話を行う場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

入浴介助を行っ
た場合
入浴介助加算
（Ⅰ）

入浴介助加算
（Ⅱ）

生活機能向上連
携加算（Ⅰ）

生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

個別機能訓練加
算（Ⅰ）

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

若年性認知症利
用者受入加算

栄養アセスメント
加算

栄養改善加算 口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅰ）

口腔・栄養スク
リーニング加算
（Ⅱ）

口腔機能向上加
算（Ⅰ）

口腔機能向上加
算（Ⅱ）

科学的介護推進
体制加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
介護予防認知症
対応型通所介護
を行う場合

事業所が送迎を
行わない場合

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

 

　：　「感染症及び災害により、臨時的に利用者数が一定減少している場合」、「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

基本部分

注 注 注 注注

（一）　３時間以上
　　　　４時間未満

×○/１００ ×○/１００

（五）　７時間以上
　　　　８時間未満

（２）　介護予防
　　　　認知症対応型
　　　　通所介護費
（ⅱ）
　　　　（旧併設型）

×○/１００

（三）　５時間以上
　　　　６時間未満

（六）　８時間以上
　　　　９時間未満

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

（３月に１回を限
度）

１月につき
＋○単位

※ただし、個別
機能訓練加算を
算定している場
合は、１月につき

＋○単位

注

＋○／１００

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

１月回につき
　＋○単位

１回につき
＋○単位

（６月に１回を
限度）

（五）　７時間以上
　　　　８時間未満

（六）　８時間以上
　　　　９時間未満

９時間以上10時間未
満の場合

　＋○単位
10時間以上11時間未

満の場合
＋○単位

11時間以上12時間未
満の場合
＋○単位

12時間以上13時間未
満の場合
＋○単位

13時間以上14時間未
満の場合
＋○単位

＋○／１００
１日につき
＋○単位

（一）　３時間以上
　　　　４時間未満

（二）　４時間以上
　　　　５時間未満

（四）　６時間以上
　　　　７時間未満 １月につき

　＋○単位
１月につき
　＋○単位

１月につき
＋○単位

１日につき
－○単位

片道につき
－○単位

（二）　４時間以上
　　　　５時間未満

×○/１００

（三）　５時間以上
　　　　６時間未満

（四）　６時間以上
　　　　７時間未満

（５）　７時間以上８時間未満

９時間以上10時間未
満の場合

　＋○単位
10時間以上11時間未

満の場合
＋○単位

11時間以上12時間未
満の場合
＋○単位

12時間以上13時間未
満の場合
＋○単位

13時間以上14時間未
満の場合
＋○単位

ロ　介護予防
　　認知症対応型
　　通所介護費（Ⅱ）

（１）　３時間以上４時間未満

（２）　４時間以上５時間未満 ×○/１００

（３）　５時間以上６時間未満

（４）　６時間以上７時間未満

イ　介護予防
　　認知症対応型
　　通所介護費（Ⅰ）

（１）　介護予防
　　　　認知症対応型
　　　　通所介護費
（ⅰ）
　　　　（旧単独型）

（1月につき　　＋（３）の○／１００）

（６）　８時間以上９時間未満

９時間以上10時間未
満の場合

　＋○単位
10時間以上11時間未

満の場合
＋○単位

11時間以上12時間未
満の場合
＋○単位

12時間以上13時間未
満の場合
＋○単位

13時間以上14時間未
満の場合
＋○単位

ハ　サービス提供
　　体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
（１回につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ（Ⅱ）
（１回につき　○単位を加算）

（１回につき　○単位を加算）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

（3）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（Ⅲ）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

１日につき
＋○単位

１月につき
＋○単位

（1月につき　　＋（３）の○／１００）

ニ　介護職員処遇
 　 改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

ホ　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計（1月につき　　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）
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２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注 注 注 注

登録者数が登
録定員を超え
る場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

過少サービスに
対する減算

特別地域介
護予防小規
模多機能型
居宅介護加
算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

要支援１ （ ○ 単位）

要支援２ （ ○ 単位）

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ニ　認知症行動・心理症状緊急対応加算（ロを算定する場合のみ算定）

ニホ　若年性認知症利用者受入加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ホヘ　総合マネジメント体制強化加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

リ　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

　：　「特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
　　  「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

　※　イ（２）を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ（１）の単位数を算入

　※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

基本部分

注

又
は

イ　介護予防小規模多機能型居宅
　　介護費(1月につき）

（１）　同一建物に居住する者以外の者に対して
　　　　行う場合

×○／１００ ×○／１００

×○／１００

＋○／１００

＋○／１００

（２）　同一建物に居住する者に対して行う場合

ロ　介護予防短期利用居宅介護費(1日につき）

1日につき　○単位を加算）

＋○／１００

（1日につき　○単位を加算（７日間を限度））

（1月につき　○単位を加算）

（１月につき　○単位を加算）

ヘト　生活機能向上連携加算

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（１月につき　＋○単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（１月につき　＋○単位）

トチ　口腔・栄養スクリーニング加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

（１回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

（１回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（1月につき　○単位を加算）

チヌ　サービス提供体制強化加算

（１）　イを算定している場合

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

 （１月につき　○単位を加算）

　　（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

 （１月につき　○単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

 （１月につき　５００単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

 （１月につき　○単位を加算）

　　（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

 （１月につき　○単位を加算）

（２）　ロを算定している場合

　　（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

 （１日につき　○単位を加算）

　　（一二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

 （１日につき　○単位を加算）

　　（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

 （１日につき　１６単位を加算）

　　（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

 （１日につき　○単位を加算）

　　（四三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

 （１日につき　○単位を加算）

リル　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからチヌまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ヌヲ　介護職員等特定処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからチヌまでにより算定した単位数の合計（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）
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３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

身体拘束廃
止未実施減
算

夜勤を行う
職員の員数
を２人とする
場合

夜間支援体
制加算(Ⅰ)

夜間支援体
制加算(Ⅱ)

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

（１）　介護予防認知症対応型共同生活
    　 介護費（Ⅰ）

要支援２ （ ○ 単位） －○単位
１日につき
－○単位

（２）　介護予防認知症対応型共同生活
     　介護費（Ⅱ）

要支援２ （ ○ 単位） －○単位
１日につき
－○単位

１日につき
－○単位

（１）　介護予防短期利用認知症対応型共同生活
　　　　介護費（Ⅰ）

要支援２ （ ○ 単位）
１日につき
－○単位

（２）  介護予防短期利用認知症対応型共同生活
　　　　介護費（Ⅱ）

要支援２ （ ○ 単位）
１日につき
－○単位

１日につき
－○単位

ハ　初期加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ニ　退居時相談援助加算

ト　栄養管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

トチ　口腔衛生管理体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

ヌ　科学的介護推進体制加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

基本部分

注 注

又
は

イ　介護予防認知症対応型共同
　　生活介護費

×○／１００ ×○／１００ ×○／１００
１日につき
＋○単位

ロ　介護予防短期利用認知症
　　対応型共同生活介護費※

1日につき
＋○単位
（７日間を

限度）

注　入院時費用 利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき○単位を算定

（1日につき　○単位を加算）

（○単位を加算（利用者１人につき１回を限度）)

ホ　認知症専門ケア加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　○単位を加算）

（２）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（1日につき　○単位を加算）

ヘ　生活機能向上連携加算

（１）　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

（1月につき　○単位を加算）

（２）　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

（1月につき　○単位を加算）

（1月につき　＋○単位を加算）

（１日につき　○単位を加算）

（１月につき　○単位を加算）

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、
介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導
を月１回以上行っている場合

チリ　口腔・栄養スクリーニング加算
　　（イを算定する場合のみ算定）

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

（１回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

（１回につき　○単位を加算（６月に１回を限度））

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（１月につき　○単位を加算）

リル　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１日につき　○単位を加算）

（１２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（Ⅱ）

（１日につき　○単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　１２単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（４３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１日につき　○単位を加算）

ヌヲ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからリルまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

注
所定単位は、イからリルまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×○／１０００）

※　介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれる。

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の○／１００）

ルワ　介護職員等特定処遇改善
　　加算
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